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                  〇            

              午後  零時５９分開会  

〇委員長  それでは、ただいまから市民環境委員会を開会いたします。  

                              

〇委員長  傍聴についてお伝えさせていただきますが、申出の人数が 10名を超えた

場合、当委員会室に傍聴者全員が入ることができません。そこで当委員会室で傍聴

できる方を傍聴受付の先着順としたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、傍聴を許可することとして、当委員会室での傍聴する方は、

傍聴受付の先着順によることといたします。委員会室に入室できなかった方につき

ましては、控室で音声を聞くことができますので、御協力をよろしくお願いいたし

ます。  

 それでは、お手元に配付しました審査区分表に従いまして審査を進めてまいりた

いと思います。質疑の方法は一問一答方式を基本とし、採決は各区分ごとの質疑が

終了した後に、議案は１件ずつ、請願は主旨ごとに行います。  

 執行部の皆様にお願いを申し上げます。答弁に当たっては、委員長と発言をして

挙手をお願いいたします。発言の許可を得た上で、所属名と名前を述べまして答弁

に努められるようお願いをいたします。  

 執行部には反問権を付与しておりますので、反対質問があるときは、反問します

と申し出てください。質問の流れと関係のない反問は認められませんので、反問が

終了した際は、その旨の発言をしてください。  

 なお、携帯電話をお持ちの方は、必ず電源をマナーモード設定お願いいたします。

今定例会より議案等の資料を閲覧するため、委員会室に議長から貸与されましたタ

ブレット端末の持込みを使用することが認められておりますので、 使用の際には操

作音等発しないように御配慮をお願いいたします。持込みが認められましたタブレ

ット端末以外の電子機器の持込みは禁止されておりますので、御注意ください。  

 今回の委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、第５・第６委

員会室で開催することとし、執行部の入室につきましても所属長以上とするよう協

力をいただいております。各部署におきましても新型コロナウイルスの対応に御尽

力いただいているところです。全国的に、また本市においても感染が深刻化してお

ります。この委員会におきましても感染が拡大するようなことがないように、質疑、

答弁につきましてもできるだけ簡潔に行っていただけますよう御協力をお願いいた

します。  

 本日は、前の窓と委員会室の後ろのドアを開放しておきますので、定期的な休憩

を入れまして、換気も随時行ってまいりますので、御協力をまたお願いいたします。  

                              

〇委員長  それでは、議案の審査に入ります。  

 議案第１区分、議案第 31号、令和３年度柏市一般会計予算、当委員会所管分につ
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いて、議案第 32号、令和３年度柏市国民健康保険事業特別会計予算について、議案

第 39号、令和３年度柏市後期高齢者医療事業特別会計予算について、議案第 41号、

令和３年度柏市水道事業会計予算について、４議案を一括して議題といたします。  

 この本４議案、質疑があれば、これを許します。どうぞ。  

〇内田  こんにちは。改めまして、よろしくお願いいたします。では、議案第１区

分につきまして質疑を行ってまいります。議案第 31号の新年度当初予算案につきま

してでございますが、まずは協働推進課のほうにお尋ねいたします。平和事業につ

きまして、５年、 10年の年は比較的予算を計上して、これまでも広島、長崎等への

児童生徒の派遣や特別企画などを実施していただいているという経緯はございます

が、それに該当しない 2021年度でございますが、来年度の取組について具体的にお

示しください。  

〇次長兼協働推進課長  来年度の平和事業につきましては、主に２つの事業に取り

組む予定です。一つは、例年のように平和啓発団体ですとかボランティアの協力を

得まして、通年を通して学校への訪問啓発事業を行います。あともう一つは、夏休

みピースウイークと題しまして、戦争遺跡見学会ですとか、あと高校生による平和

演劇、また写真パネル展などを開催する予定です。以上です。  

〇内田  取組がなされていることには大変感謝を申しますが、ボランティアによる

学校訪問等事業につきましては、ボランティアさんの高齢化や戦争体験者がだんだ

んお亡くなりになってしまうとか、そういう状況もございますので、今後の育成も

やはり新年度は必要かと思うんですが、そのボランティアの育成等については何か

方策はございますか。  

〇次長兼協働推進課長  御指摘のとおり、語り部の方々の高齢化、あと減少が続い

ています。現状当時の手記を朗読していただく平和団体がございまして、非常にこ

ちらの団体が小学生たちに非常に好評でございます。ですので、確かに戦争体験を、

生の体験を語られる方は少ないんですけれども、そういった当時の手記を朗読する

ような新たな団体との連携というのも考えていきたいと思います。また、来年度の

予算の中で新たに出ているのが平和啓発映像委託というのを入れています。これは

御指摘のように、戦争体験を語れる方が少なくなっている昨今、そういった方々が

実際に語っている様子をいま一度映像に残しまして、今後の啓発に生かしていきた

いと思っています。以上です。  

〇内田  よろしくお願いいたします。続きまして、広報広聴課にお尋ねいたします。

広報かしわについてでございますが、まず来年度見込んでいる広告収入は幾らぐら

いを想定していますでしょうか。  

〇広報広聴課長  来年度は 400万程度見込んでおります。  

〇内田  昨年度の決算額の比較ではどういう状況になっていますでしょうか。  

〇広報広聴課長  昨年度は 800万円程度となってございます。  

〇内田  決算額と予算額のずれは、どうして生じていますでしょうか。  

〇広報広聴課長  この昨今の新型コロナウイルスの影響もあるのか、なかなか広告
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収入費というところが伸びてこないところでございます。以上です。  

〇内田  あと、最近思うんですが、大分地元の企業を中心に広告に掲載しているよ

うでございますが、ここはやっぱり地元の企業を中心に掲載していくという方針は

今後も変わらないんでしょうか。  

〇広報広聴課長  市内の企業、広報紙につきましては３分の２以上、それからホー

ムページにつきましては 50％以上の企業を市内の企業でということでお願いしてご

ざいます。以上です。  

〇内田  そこは地元雇用育成という観点にもつながりますので、よろしくお願いい

たします。続きまして、同じく広報かしわにつきましては、新年度紙面の変更につ

いては何か検討されていますか。  

〇広報広聴課長  紙面につきましては、大きな変更は考えてございません。以上で

す。  

〇内田  今年は 3.11から 10年が経過するわけですが、まだまだ放射線の問題等もご

ざいますし、放射線ニュースとか、そういうのも新年度に限らず継続していただき

たいし、あと市民相談のコーナーなんかもできるだけ皆さんに周知して、特にコロ

ナ情勢下で、いろんな権利が制約されていく、あるいは市民の相談の範囲が多岐に

わたるということもございますので、そういったところはさらなる周知に努めてい

ただきたいと思います。  

 続きまして、地域支援課にお尋ねいたします。ふるさとセンターの整備改修事業

として幾つかございますが、整備するところは具体にどこか、それから改修すると

ころは具体にどこか、その整備内容、改修内容と併せてお尋ねいたします。  

〇地域支援課長  令和３年度のふるさとセンターの整備事業につきましては、維持

修繕のふるさとセンター、団体名が新青田町会、西原第六町会、柏楽園町会、高柳

区高南台、増尾東映自治会です。この５件が維持修繕です。あと、新築としまして、

富士見町町会を予定してございます。その他借り上げとしてかやの町会、末広町会

を予定しております。以上です。  

〇内田  改修につきましては、主だったところでは、どういう規模の改修がござい

ますか。その内容をお示しください。  

〇地域支援課長  改修内容としましては、床の修繕や屋根の修繕、あと外壁の修繕、

その他バリアフリーとして入り口のスロープ、その辺を予定しております。  

〇内田  バリアフリーについてもあるということでしたので、それが適切に行われ

るよう予算の執行を、しっかりできるようにしていただきたいと思いますし、また、

バリアフリーにつきましては高齢化の進展等もございますので、各町会を支援して

いっていただきたいというふうに考えております。  

 続きまして、高田近隣センターのリノベーションでございますが、進め方として

は、南部近隣センターのリノベーション事業と同じような進行方法で考えておられ

ますでしょうか。教えてください。  

〇地域支援課長  基本的には市民、住民の合意形成を基本にやっていくことを考え
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ております。ただ、コロナ禍ですので、南部近隣センターで行ったようなワークシ

ョップの形式を同じように取れるかどうかなどは、やり方を現在検討しているとこ

ろです。以上です。  

〇内田  そうしますと、ワーキンググループ等は結成しないという考えなんでしょ

うか。  

〇地域支援課長  コロナの状況にもよりますが、例えばオンラインを使ったワーキ

ングというのも可能かもしれませんし、ワーキングをやらないとしたら、個別に聞

き取りを行うなど考えておりますが、現時点ではワーキングをやるやらないまでは、

ちょっと決定しておりません。以上です。  

〇内田  南部近隣センターですばらしい実績があるので、ワーキングショップ、ワ

ークショップ、ワーキンググループについては結成をしていただくことを前提に、

今課長のほうからオンラインを活用するという御答弁もございましたので、ぜひ聞

き取りですと、やっぱりどうしても温度差とか濃淡のずれが出てきますので、ワー

キンググループを結成して、多角的な視点から議論をしていただきたいことを要望

いたします。  

 続きまして、その他近隣センターについて、改修するところがあるかと思うので

すが、その改修箇所と改修内容について教えてください。  

〇地域支援課長  改修工事につきましては、田中近隣センターが空調設備改修工事

を予定しております。北部近隣センターが、外壁塗装及び屋上防水改修工事を予定

しております。あと、松葉近隣センターで受変電設備及び消防設備改修工事を予定

しております。その他沼南近隣センターにおいてはＰＡＳまたはＵＧＳ交換工事、

旭町近隣センターで受変電設備更新工事、また沼南近隣センターでトイレ改修工事

及び下水道切替え工事、圧送管撤去工事を予定しております。  

〇内田  沼南近隣センターのお話が御答弁で出てまいりましたけども、これが補正

で出てまいります改修とは、また別のものという理解でよろしいでしょうか。  

〇地域支援課長  近隣センターのトイレ改修工事につきましては、令和２年度のほ

うから予定しておりますので、そちらのほうは実施する予定でおります。  

〇内田  ということは、補正とは直接関係なく、また新たな改修を行うという理解

でよろしいんでしょうか。  

〇地域支援課長  補正のほうで出しています耐震の診断、そちらの内容によっては、

トイレの改修も後ろにずらしたほうがいいという判断になりましたら、それは後ろ

にずらす可能性は残ってはおります。以上です。  

〇内田  了解いたしました。  

 続きまして、廃棄物政策課にお尋ねいたしますが、次年度清掃施設整備室を開設

されますけれども、事務の内容と人員体制についてお示しください。  

〇廃棄物政策課長  次年度清掃施設整備室ということで、今後の清掃施設の老朽化

対策ということでこちらの室を新設するということで、今後の安定的な清掃事業を

継続していくということで、喫緊の課題である老朽化対策に集中的に取り組んでい



- 5 - 

 

くというものでございまして、業務の内容といたしましては、今後進めてまいりま

す北部クリーンセンターの長寿命化事業、そして今後南部クリーンセンターのほう

でも老朽化対策、こういったところの検討も進めるということ、それと柏市の最終

処分場、こちらの跡地整備ということで、公園の整備事業、今現在計画を策定して

いる最中でございますが、こういったところについて担っていくという、そういう

室になります。以上でございます。  

〇内田  人員体制についてもお尋ねしましたけれども、何名体制なのかと、併せま

して、その分廃棄物政策課の人員体制は抑制されてしまうのでしょうか。お示しく

ださい。  

〇廃棄物政策課長  人員につきましては、室につきましては６名ということで、も

ともと廃棄物政策課の施設整備の担当というのが５名体制でやっておりましたが、

こちらの廃棄物政策課の施設担当のほうから５名プラス新たに室長迎えまして６名

体制となります。廃棄物政策課５名減という体制で進めてまいります。以上でござ

います。  

〇内田  廃棄物政策課の減につきましては、事務の移管ということも恐らく含まれ

ているのか、そういう考え方も成り立つということなんでしょうかね。  

〇廃棄物政策課長  これまで施設整備という担当のほうで担っていた業務そのもの

を室のほうにそのまま移管すると、そういうようなことで考えております。以上で

ございます。  

〇内田  鎌ケ谷市とのごみの共同処理について、本会議でも議論にはなっていたよ

うでございますけれども、具体的に次年度はどういう方針で共同処理のことについ

て検討していくのでしょうか。お示しください。  

〇廃棄物政策課長  昨年度以降ですね、この旧沼南地域でごみの処理を、共同処理

をしている柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合、こちらの構成市であります鎌ケ谷市の

ほうと、こちらのごみの共同処理の解消を含めた協議を進めていこういうことで準

備を進めているところでございますが、まずは初めに地元の説明のほうから着手し

てまいりましょうということで、鎌ケ谷市とお話をしているところでございます。

しかしながら、今年度こういったコロナの状況でございまして、大きな説明会等で

地元の方々に御説明をする機会がなかなか設けられないで今現在に至っているとい

うところでございますので、来年度につきましては、こういった説明の機会、コロ

ナの状況を見ながらということになりますが、そういったところで説明のほうに着

手できればというふうに考えております。以上でございます。  

〇内田  本会議でも御答弁されていたようですけれども、共同処理の解消というこ

とは、鎌ケ谷市さんは単独でごみ清掃施設を設けなければならなくなってしまうん

ですが、それはもう長期的にじゃないと整備できないので、その場合は、共同処理

を、つまり一部事務組合の事務を一つ削るということになるので、そうすると、今

の施設を鎌ケ谷市さんが当面お使いになるということも視野に入っているんでしょ

うか。  
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〇廃棄物政策課長  まず、このクリーンセンターしらさぎ自体は長寿命化工事を実

施しまして、令和 19年度までは稼働を継続していくということになってございます、

この稼働が継続する間につきましては、鎌ケ谷市さんがお使いいただくということ

が一つの可能性としてはもちろんあるというところでございます。その後この稼働

期間、しらさぎの稼働期間が終了した後ということになりますと、様々な可能性ご

ざいまして、その可能性の一つとして、場合によっては鎌ケ谷市さんが御自身で鎌

ケ谷市内のどこかに建設、ごみの焼却施設を建設するとか、あるいは同じ場所で建

て替えをするとか、様々な可能性があるかと思っております。いずれにしましても、

正式な協議というところはまだ入っておりませんので、こういったところについて

も詳細について協議を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。  

〇内田  そうしますと、地元への説明というのは、柏市のごみではなくて、鎌ケ谷

市のごみを焼却するということになると、地元への説明は相当丁寧に必要だと思い

ます。一方、鎌ケ谷市さんへの協力というのも、お隣同士ですので、重要なことで

ございます。この調和をうまく図って進めていってほしいというふうに考えており

ます。一方で、一部事務組合の事務を一部削除することによって、柏市というのは

２工場体制に、そうするとなるわけでございますが、そうすると南部、北部いずれ

かで沼南地域のごみを焼却することが想定されるわけでございますが、その場合、

指定ごみ袋の統一化も将来視野に入っていくという検討はなされるのでしょうか。  

〇廃棄物政策課長  今回その３工場体制、市内でずっと懸案、課題でございました

その３工場体制の合理化ということを進めておりまして、ここにきましてこの３工

場体制の見直しを進めていくというような契機になってございますので、この３工

場体制の見直しに合わせまして、かねてより合併以降この課題、同様の課題でござ

いましたこの２制度体制についても同様の見直しを図っていきたいと、そう考えて

おります。以上でございます。  

〇内田  ありがとうございます。その点は進めていただきたいと思います。環境政

策課のほうにお尋ねします。環境政策課、ちょっと複数ございます、申し訳ござい

ません。まず、谷津田保全事業につきましては、随分谷津田の協定、地権者との協

定が進んでいるようですが、現在の進捗状況と新年度の見込みについてお示しくだ

さい。  

〇次長兼環境政策課長  現在の進捗状況でございますが、保全区域面積が約 43.4ヘ

クタールのうち、協定に至りましたのが 86.5％ということで、 37.5ヘクタールが協

定を結べている状況でございます。次年度につきましては、残りの 15％ですが、既

に農作をやっている地権者の方には一応協定を結んでいただきたいということでち

ょっとお話はしているんですが、なかなか回答、いい回答いただけないというとこ

ろもありますので、引き続き協定に向けて努力してまいりたいと思っております。

以上です。  

〇内田  なかなかいい回答もらえないということは、地権者さんとしてはどういっ

た御意向があるのでしょうかね。地権者さんの権利に差し支えない範囲でちょっと
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お示しください。  

〇次長兼環境政策課長  担当が直接地権者の方のお会いさせていただくんですけれ

ども、一部は相続問題というのがございますけれども、詳細につきましてはなかな

かお教えいただけない状況もございます。以上です。  

〇内田  そこは丁寧にヒアリングをしていただいて、ほかのことで解決できる事業、

例えば今度新年度から公園緑地課というふうに都市部の事務も集約されるようです

ので、そことの連携とか、そういったことも必要になってまいりますので、多角的

な面で地権者さんと他の部署とも情報共有していただきまして、丁寧なヒアリング

をしていただいて、解決できる手段があれば、税制のこととかも含めまして御検討

いただきたいと思います。その辺は、他部署との連携は可能なんでしょうか。  

〇次長兼環境政策課長  議員御指摘の谷津につきましては、斜面林のお水を下で、

谷津田で受けると、そういったような仕組みがございますので、そういった意味で

は都市部との連携で、全体的に谷津を保全するような方法も一つ大切かと思ってお

りますので、連携してまいりたいと思っております。以上です。  

〇内田  よろしくお願いいたします。地球温暖化対策につきましては、これまでの

エコ窓、太陽光につきましては、どういうふうに普及していきますでしょうか。周

知方法と併せてお示しください。  

〇次長兼環境政策課長  こちらにつきましては、４月に入りますと各事業者さん、

こういったものを販売していただくように事業者さんにお手紙を出させていただき

まして、そういった業者さんとの接点のときに、補助制度があることを御案内いた

だいて、お伝えいただけるような形で進めていきたいと考えております。以上です。  

〇内田  これは、市単独でございましたっけ、県との事業費との組合せでございま

したっけ。  

〇次長兼環境政策課長  特にエコ窓につきましては、柏市は平成 25年の補助制度を

市単で立ち上げてまいりまして、やっと昨年度県のほうで補助メニューに入れて い

ただいております。なので、先ほどの事業者さん以外にも、ホームページ等でＰＲ

をさせていただきたいと考えております。以上です。  

〇内田  太陽光につきましては、県との連携があるんでしたっけ。  

〇次長兼環境政策課長  基本的にこの補助制度につきましては、全て県の補助制度

がございます。  

〇内田  続いて、放射線対策についてお尋ねいたします。まず、先ほども申し上げ

ましたとおり、 3.11から 10年が経過したわけでございますが、次年度の放射線対策

につきましては、今年度と継続、事業は継続されるということでしょうか。  

〇環境政策課副参事  令和３年度の放射線対策につきましては、おおむね変更はご

ざいませんが、１点、給食の放射性物質の検査について変更を予定しております。

変更に至った経緯でございますが、私立の認可保育園ですとか、認定こども園など

の団体から、令和元年度、令和２年度給食の放射性物質検査について、廃止を視野

に入れた見直しなどを求められておりまして、これまで協議を重ねてまいりました
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が、検査開始以来基準値を超える結果が一度もないことなどを考えまして、令和３

年度から私立の子供関係施設につきましては、給食の放射性物質検査を取りやめる

ことといたしました。しかし、このことによりまして保護者の方から不安な声が寄

せられることが大変心配される部分もございましたので、そのような場合には、園

と協議を行った上で、該当園での検査を実施できるように検査費用の予算計上はさ

せていただいております。また、私立と公立の検査体制のバランスも今回考慮いた

しまして、公立保育園につきましては全園統一メニューとなっており、また納入業

者も７社となっている特徴があることから、５社ごとに代表園を決めまして、その

園で検査を実施することといたします。また、小中学校につきましては、中学校区

ごとに毎年代表校を決めまして、３年で全ての学校の検査を実施するよう変更いた

します。これ以外の対策は変更ございません。以上でございます。  

〇内田  ９月の決算時期の本会議の質問の中では、変更点はないというふうなお話

でございましたが、変更点が生じたのは、その９月議会以降の議論なんでしょうか。

お示しください。  

〇環境政策課副参事  ９月議会以降、令和元年からこの協議は続けておりまして、

最終的には９月議会以降の中で、話合いの中で決定をいたしました。以上でござい

ます。  

〇内田  縮小がそういう形になってしまうことは大変残念でございますが、これは

あれですか、保育運営課も了承済みのことなんでしょうかね。  

〇環境政策課副参事  保育運営課と協議を重ねてまいりまして、最終的にこの結論

に至ったものでございます。以上です。  

〇内田  保護者から問合せがあった場合は、個別に検査するということでございま

すが、これはちゃんと周知されるのでしょうか、お示しください。  

〇環境政策課副参事  これも保育運営課と協議いたしまして、なるべく周知できる

ように、この後詰めてまいりたいと思います。以上でございます。  

〇内田  学校のほうも、学校のほうで、ちょっともう一回御説明していただいてよ

ろしいでしょうか。ちょっとうっかりしちゃいまして、すみません。  

〇環境政策課副参事  小中学校につきましては、中学校区ごとに、中学校区の中に

小学校も含まれますが、毎年代表校を決めまして、３年で全ての学校が検査ができ

るように今後実施してまいります。以上でございます。  

〇内田  こちらも今までは１年置きだったものを３年置きという感じになってしま

うんでしょうか。  

〇環境政策課副参事  そのとおりでございます。  

〇内田  この辺につきましても縮小ということになってしまいますのは残念でござ

いますけれども、こちらも保護者から、あるいは市民団体等から要請があった場合

は個別対応で何かできることはございますか。  

〇環境政策課副参事  小中学校につきましては私立幼稚園と違いまして、完全に廃

止ではございませんので、保護者の要望に応じまして検査を実施するという予定は
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現状ではございませんが、ただ令和３年度これを始めまして、どういったような声

が寄せられるか、その辺は教育委員会と話合いをしたい思っております。以上でご

ざいます。  

〇内田  縮小となってしまいますので、この辺は市民団体、あるいは市民等に相当

な理解がされるよう、そこは丁寧に説明していっていただきたいですし、もし万が

一放射性物質が発生したら、それはやっぱり元の体制に戻していただきたいと思い

ますが、その辺については、万が一の場合が発生したら元の体制に戻すということ

も視野に入れているのでしょうか。  

〇環境政策課副参事  令和３年度始めまして、様々なことが発生した場合には、そ

れ以降もそうですが、教育委員会と丁寧に話合いを進めてまいります。以上でござ

います。  

〇内田  その点は、しっかり教育委員会とも話合いを進めるともに、市民、市民団

体等とも情報共有をしていただきたいというふうに考えております。放射線対策に

つきましては、ちょっと人員体制をお尋ねしたいんですが、先ほど今年度とそれ以

外はおおむね一緒だということだったんですが、今放射線担当は、一応担当２名に

他の事務と決裁権を持つ、専決権を持つ管理職１名の計３名という体制でございま

すが、この体制が維持され、放射線対策担当である旨が分かるような表示、これに

ついても継続的に行われるのでしょうか。  

〇環境政策課副参事  令和３年度も体制全て同じような形で実施してまいります。  

〇内田  すみません。放射線担当という表記もしっかり残されるということでしょ

うか。  

〇環境政策課副参事  放射線担当も明示してございます。以上でございます。  

〇内田  あと、市民団体等からは新年度側溝等の、側溝や 2017年度に体育館のほう

から高濃度放射性物質が検出されて、それ以降、毎年緊急点検をしてもらっている

わけですが、雨どい下とか、落ち葉の堆積場とか、あるいは側溝とか、こうしたと

ころの、とりわけ市民団体等から要望いただいているのはその側溝についてでござ

いますが、この点は新年度も充実していっていただけるのでしょうか、お示しくだ

さい。  

〇環境政策課副参事  側溝の放射線量の検査ですとか、御要望いただいた部分につ

いては、回答いたしましたとおり、現在教育委員会と協議をしていますんで、どの

ような形で実施するのが一番効果的か、回答したとおりに今進めているところでご

ざいます。また、放射線に関する市民団体との市の関わりですが、これまで空間放

射線量の測定は情報共有に伴う懇談会の実施など行っており、市民団体との協働は

重要なテーマであると認識しております。お互いどのような関わり方がベストな状

況であるか、引き続き検討しながら、良好な関係を築いてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。  

〇内田  そこはパートナーシップで進めていっていただきたいということでござい

ますので、よろしくお願いします。とりわけ側溝でございますし、私もそこは賛同
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できるところでございますが、放射線量がとりわけマイクロスポットと呼ばれる高

いところが想定されるところについては測定、そして検出された早期の除染という

ことは、今後も引き続きお願いいたします。  

 続きまして、化学物質アレルギーへの対応でございますが、これは１点確認でご

ざいますけれども、来年も化学物質の使用等に関して留意する旨の回覧板というの

は地域支援課を通じて回していただいていると思うんですが、来年度、これまでも

ですね、来年度もこの取組は継続されるということでよろしいでしょうか。  

〇次長兼環境政策課長  今年度はコロナの関係ございましてお配りできなかったん

ですけれども、来年度に入りまして、５月に早々大変重要なことでございますので、

回覧させていただきます。以上でございます。  

〇内田  その点は、コロナ情勢というところ、まだ見通せない状況ではございます

けれども、状況が許せば早期に回覧をしていただいて、とりわけ化学物質アレルギ

ーというのは、なかなか症状認定もしてもらえず、非常に苦しんでいらっしゃる方、

少数ではあるかもしれないですけれども、重篤な症状が出る方もいらっしゃいます

ので、とりわけこの点はよろしくお願いいたします。  

 続きまして、路上喫煙問題についてお尋ねをいたしますけれども、昨年の９月議

会で市民環境委員宛てに路上喫煙に対しての取組等を求める要望、陳情がなされて

いる、要望がなされているわけで、市長への手紙も出されているという経緯もござ

います。それを受けてというわけではないんですが、政策的な観点で、路上喫煙問

題については、具体的にパトロールの土日の実施とか、その点については来年、新

年度早々というわけにいかないんでしょうが、将来的にはこれは検討できるという

ことで言っていいんでしょうか。  

〇環境サービス課長  土日のパトロールについてでございますが、現在指導員につ

きましては、違反者のトラブルや暴力を振るわれる可能性等もございますため、そ

の対処につきまして、対応の経験と専門性から、千葉県警の警察官ＯＢを紹介して

いただくことで対応を行っておりまして、その要件として、月曜日から金曜日まで

の週５日の勤務としているところですが、昨今指導員の確保にも苦慮しているとこ

ろでございます。土日につきましては、市役所が閉庁している中での過料の扱い等

の課題等もございます。路上喫煙や受動喫煙については、そのほかにも様々な苦情

であるとか要望を今頂戴しているところでございますので、今アフターコロナでの

今後の社会情勢も踏まえまして、まずは今できる範囲で受動喫煙対策を、担当して

いる保健所の部署とも連携いたしまして、パトロール時間や滞在時間を工夫しなが

ら、環境美化や歩行者の安全性、市民の健康のために理解していただけるよう指導

等に努めてまいります。その上で路上等における喫煙行為への各施策の効果を確認

いたしまして、必要に応じた施策の追加や修正を行ってまいります。土日のパトロ

ールにつきましては、その中の一つとして考えてまいります。以上です。  

〇内田  すみません、所管のほうが、こちら環境サービス課のようだったもので、

すみません、事前に御指名申し上げないで、失礼いたしました。  
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 路上喫煙でございますけれども、今の御答弁ですと、健康増進課との連携という

んですか、健康の面からもアプローチが必要と思うんですが、健康増進課の情報交

換とか、連携につきましてはどのように進めてまいりますでしょうか、お示しくだ

さい。  

〇環境サービス課長  今回の市長の手紙であったり、苦情とか、あるいは要望がご

ざいます。それに合わせまして、所管の部署と連絡を取りながら施策を進めている

ところでございます。具体的には私ども環境部ですので、環境美化や歩行者の安全

について、路上喫煙、路上に出た場合の注意、指導を行うとともに、保健所のほう

は受動喫煙、煙の問題がございますので、やはりこの路上喫煙につきましては、ポ

イ捨て等も含めた環境的な問題と、あと受動喫煙という健康的な問題、この２点が

あると認識しておりますので、連携を取りながら、例えばお店であるとか、そうい

うところにつきましては連携を取って対応しているところでございます。以上でご

ざいます。  

〇内田  受動喫煙問題と路上喫煙問題というのは一体でございますので、保健所、

健康増進課との連携は強化していっていただきたいと。どちらかが独り歩きするの

ではなくて、歩調を合わせて、積極的に進めていっていただきたいというふうに考

えております。  

 議案第 31号については以上でございますが、ちょっと 32号も続けちゃってよろし

いでしょうか。  

〇委員長  じゃ、ちょっと休憩入れます。休憩後でいいですか。  

〇内田  はい。  

〇委員長  じゃ休憩後に、内田委員、継続で。  

〇内田  ありがとうございます。  

〇委員長  それでは、暫時休憩といたします。  

              午後  １時４２分休憩  

                  〇            

              午後  １時４７分開議  

〇委員長  それでは、再開いたします。  

 質問の続き、内田委員。  

〇内田  すみません、お時間を頂戴して恐縮でございます。議案第 32号の国保会計

についてお尋ねいたしますが、まず財政調整基金の見通しなんですが、広域化、県

広域化されて以降、やっぱり財政調整 ､会計の仕組み上、財政調整基金が非常に積み

づらいということでございますけれども、ちょっと保険年金課のほうにお尋ねをい

たしますが、財政調整基金の今後の見通しというんですか、これはどういう状況に

なってまいりますか。  

〇保険年金課長  財政調整基金の活用でございますが、コロナ禍が拡大するまでは

年間約３億円か４億円の数字を取り崩しまして、保険料の上昇の補填に充てるとい

う計画でございました。ただ、現状経済状況を加味しますと、この３億円か４億円
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という数字を使うということは、令和３年度の赤字繰入れの補填の部分から考えま

しても予定が大分大幅に変わっております。また、直近の法改正を見据えまして、

県で持っています財政基金があるんですが、これの取崩しが拡大されるという、活

用で拡大されるということであったり、今の国会で議論されております後期高齢者

医療保険の２割負担の増設といった部分で、後期高齢者の支援金が減る可能性があ

るといったこともございますので、様々な状況加味しながら、変化に応じまして基

金の活用を行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。  

〇内田  基金の活用は図っていただきたいんですが、一方で、基金がなかなか積み

上がっていかないという状況なんですが、これは今後基金が、次年度以降、新年度

以降、基金の積増しは、やっぱりどうしても減少していく、将来幅としてどれくら

い減少していくことを見込んでいるのか、お示しください。  

〇保険年金課長  まず、基金の積立てでございますが、収支の差額の半分を積むと

いうことをルールにしております。財政の都道府県化になりましてから、ほぼ繰越

金が出ないということになっておりますので、大体数千万単位の積増しになってい

くと思われます。あとは、当然そういった出ていく一方で積む数字が少ないという

ことでございますので、おおむね現状でいきますと、３年から４年ぐらいの間には

基金が枯渇するんじゃないかというふうに予想しております。以上でございます。  

〇内田  基金がしっかりためられて、基金からの繰り出しができるように、基金の

取崩しもできるようにしていってほしいんですが、これ両方両立するというのは大

変難しいところではございますが、新年度どういう取組を検討してまいりますか、

基金については。  

〇保険年金課長  そうですね、基金に対しての取組というのはなかなか難しい部分

ございます。保険給付費の軽減を行うことは、私どもに課せられました課題である

というふうに認識をしております。給付費をいかに減らしていくかということが今

後の課題じゃないかというふうに認識をしております。以上でございます。  

〇内田  基金については、積増しも難しく、一方で基金の活用も必要だという両側

面がございますので、これはよく研究していただいて、どうすればいいのか、内部

でよく調整していただきたいと思います。あと、去年もお尋ねしたんですが、滞納

が発生した場合に、債権管理課への移管のことなんですけれども、移管の基準とい

うのは、あれから１年経過しましたけれども、新年度以降何か基準みたいなものと

いうのを設ける予定はございますでしょうか。  

〇保険年金課長  申し訳ございません。残念ながら１年たっても基準といったもの

は策定しておりません。滞納の状況、複数の債権が重なっているとか、あと額に応

じまして、債権管理課と調整しまして、移管するかどうかというのを決めておりま

す。以上でございます。  

〇内田  債権管理課のマナーを持った債権の回収の仕方にもよりけりなんですが、

複数の債権がある場合というのは、やっぱり債権管理課に移管したほうが、複数の

側面からもアプローチできるし、福祉へもつなげやすいと思うんですが、その点は
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どうなんでしょうか。  

〇保険年金課長  委員おっしゃるとおりでございます。  

〇内田  債権管理課のほうには、節度あるマナーを持った債権の回収に努めていた

だくことを御要望していただくとともに、債権管理課への移管をある程度していた

だいた上で、必要に応じて福祉、生活保護やほかの制度等にもつないでいくという

ようなことも必要かと思います。この点につきましては両課の連携でよろしくお願

いいたします。  

 続きまして、県内一律の保険料ということを本会議で視野に入れている旨の答弁

がございましたけれども、この点については新年度は実施するのか、あるいは検討

を深めるのか、今の現状についてお示しください。  

〇保険年金課長  令和２年度中の統一化に関しての動きなんですが、まず６年間の

期間を定めました千葉県国民健康保険運営方針というものを定めまして、中間見直

しの年になっております。令和２年度に関しましては、各自治体の現状だったり、

課題だったり、あとはそういったもろもろの意見を持ち寄りまして、どういった課

題があるかということを検証いたしました。３月中の予定でございますが、今月中

ですね、まとまった資料に関しまして千葉県のほうで公表ということで予定してお

ります。以上でございます。  

〇内田  そうすると、広域化結構早く進むという考えなんですか。広域化じゃない。

ごめんなさい。一律。一律化です。  

〇保険年金課長  そうですね、やはりなかなか皆さん地域の御事情が、所得の格差

だったり、医療費水準の格差といったものがございますので、おいそれと一気に、

じゃやるかというところは難しいというふうに私は認識しております。ですから、

恐らくなんですが、多分次期の計画、６年間のスパンにしていますので、今現在令

和６年３月 31日までの期間になっておりますので、令和６年４月１日以降に何らか

の答えが出るんじゃないかというふうに認識しております。以上でございます。  

〇内田  広域化、私は焦らなくていいという認識、これは多分課長とも共有できる

かと思うんですが、県内で広域化を望んでいる地方公共団体という市町村はあるん

でしょうか。  

〇保険年金課長  実際ございます。以上でございます。  

〇内田  希望している自治体もあるので、丁寧な議論は必要かと思うんですが、拙

速な決断というのはやっぱり避けていただきたいということを県のほうにもお伝え

いただきたいし、市のほうでも精査していただきたいというふうに考えます。広域

化、先ほど私広域化と申し上げておりますが、広域化既にされているんで、県内統

一の保険料とすることにつきましてでございますけれども、その場合本市において

影響、保険料率の、保険料負担の影響というのはどうなってまいりますか。  

〇保険年金課長  やはり県の財政基盤にしましたのを平成 30年から財政運営変わり

ましたので、本来ですと、どこの市に住んでおっても、所得が同じであれば保険料

が同じというのは理想でございます。ただ、そうはいいましても、現状かなり団体
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によって格差がございますので、現状ですと所得が多いところに関しましては保険

料が高めに出るいうところがございます。ですので、この経過期間をどういう形で

乗り切っていくかというのを恐らく各団体のほうでも、なかなか頭が痛い問題じゃ

ないかなというふうに認識をしております。本市に関しましては、やはり所得水準

が高いということもございますので、保険料は高めに出てくると、納付金ですね、

高めに出てくるという傾向でございます。以上でございます。  

〇内田  保険料の抑制等につきましても重要なことでございますので、高めになっ

てしまうということがあるんであれば、やっぱりなおのこと慎重に県内統一の保険

料につきましては検討を進めていっていただきたいというふうに思います。  

 続きまして、特定健診でございますが、新年度から特定健診の幅をちょっと広げ

るということでございますけれども、これは 39歳を対象に加えるということでした

っけ。  

〇保険年金課長  そのとおりでございます。  

〇内田  そうしますと、私は、特定健診の幅を広げるということなんですが、１年

間だけではあまり効果が見込まれず、もう少し 35歳とか、そういうことも検討され

ればよかったかと思うんですが、その辺の状況はどうなんですか。  

〇保険年金課長  確かに議員おっしゃるとおり、若年層から健康に留意していただ

く、自分の健康状態を知っていただくということが、将来の生活環境の悪化という

部分の防止には有効な施策かと思っております。ただ、なかなか保険料を財源にし

まして、一部補助金はあるんですが、補助金があるとしても、保険料はちょっとメ

インの財源で事業運営しておりますので、拡大によっては保険料の負担が増加にな

ってしまうという懸念もございますので、この辺のバランスがなかなか難しいんじ

ゃないかなというふうに考えております。以上でございます。  

〇内田  これは、国保会計で単独支出するのか、この事務分については一般会計か

ら繰り入れるのか、その辺の財政の仕組みを教えてください。  

〇保険年金課長  基本的には保険料で支出いたします。以上でございます。  

〇内田  あと一点、ちょっと気になるんですが、 39歳からということは、 39歳まで

は保険事業利用券でも特定健診を受けられるので、場合によってはこれ二重行政と

いう形になってしまいがちなんですが、その指摘については何か見解ございますか。 

〇保険年金課長  委員おっしゃるとおり、そこは懸念ございます。ですので、 39歳

のプレ健診に関しましては、保険利用助成券との併給は一応不可ということで、自

己負担 1,400円を求めまして実施していきます。以上でございます。  

〇内田  そうすると、保健事業利用券の活用は 38歳までということになりますか。  

〇保険年金課長  そのとおりでございます。  

〇内田  了解いたしました。ただ、その周知というのは必要でございますので、そ

の辺もよろしくお願いします。自己負担が出るということでございましたが、これ

は 39歳のみの自己負担ということでしょうか。  

〇保険年金課長  そのとおりでございます。  
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〇内田  財政が厳しい中ではございますけれども、できるんであれば、 35歳くらい

からやっていく必要、特定健診の対象としていく必要はございますけれども、その

辺についてはよく御検討いただきたいというふうに考えております。  

 すみません、もう一点、時間がないところすみません。環境政策課で１点ちょっ

と質疑漏れをしてしまいまして、失礼いたしました。もう一度ちょっと環境政策課

にお尋ねいたしますが、新規で、地球温暖化対策のところですが、新規の取組が予

算計上されておりますけれども、ちょっと具体に詳細をお示しください。  

〇次長兼環境政策課長  皆さん御承知のとおり、昨年 10月に指標の温室効果ガス排

出量実質ゼロ、 2050年までに達成するというカーボンニュートラルの目標宣言がご

ざいました以降、国の脱炭素化の動きが非常に加速化されておりますが、答弁もあ

りましたように、市の削減目標は一昨年皆様に御尽力いただいた中で、条例、計画

が策定したばかりなので、そちらのほうを進めていくというところが実際でござい

ます。改正に当たりましても、もし改正するに当たりましても、国の実行計画等の

内容を踏まえる必要があるというふうに考えておりますので、今の予定ですと５月、

６月等々予定が示されておりますが、その具体に示されるまでの間、産業、民生と

いうところはまだ決めかねておりますけれども、温暖化の取組に事業者の皆さんや、

それから市民の皆さんをどうにか巻き込むというような事業が必要ではないかとい

うふうに考えております。基本的には、イベント系になりますけれども、参加型の

ワークショップあるいはパネルディスカッション、基調講演等、そういった形で何

か市民と事業者の皆様に御参加いただくような形で国の施策が示されて、私どもが

吟味するまでの間、ちょっとつなぎという部分も含めますことや、それからきっか

けとすると、脱炭素化に向けましたきっかけとして、 10月ないし秋頃にそういった

ような事業を実施したいと考えておりまして、予算的には謝礼金 40万と、それから

会場使用料 10万円という形での 50万円で計上させていただいております。以上です。 

〇内田  その点も含めまして、地球温暖化対策については強化していっていただき

たいことを申し上げまして、私の議案第１区分に対する質疑を終了します。ありが

とうございました。  

〇浜田  よろしくお願いします。まず、当初予算の概要の 38ページの近隣センター

の改修なんですが、概要については、先ほど内田委員の御質問で判明しましたので

大丈夫です。これの中に空調の設備工事というのがあるんですが、こちらの、どの

ような見直しをしているのか、またそのランニングコストの削減などの見直しによ

る効果はあるのかということをお示しください。  

〇地域支援課長  申し訳ありません。ランニングコストの削減については、現在ち

ょっと手元に資料ありません。  

〇浜田  すみません。工事、空調工事について、どのような更新工事をしたのかお

聞きしました。  

〇地域支援課長  空調工事につきましては、こちらＧＨＰの工事になります。  

〇委員長  もう少し細かく。  
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〇地域支援課長  ランニングコストにつきまして、申し訳ありません、約 10％の削

減になっております。  

〇委員長  ちょっと時間……  

〇浜田  後ほど。  

〇委員長  後ほどにさせてもらいますので、ちょっと待ってください。  

〇地域支援課長  申し訳ありません。  

〇浜田  そうすると、今後いろいろと近隣センターも割と築年数たっていますから

改修が続くかと思うんですけれども、この中に、先ほど内田委員の御発言であった

バリアフリーに関してのというのは、今回の改修ではありますか。  

〇地域支援課長  近隣センターにつきましては予定しておりません。  

〇浜田  分かりました。そうすると、バリアフリーはぜひちょっと近隣センターも

使用している方、障害をお持ちの方も多いので、ちょっと進めていただきたいなと

いう思いはあるんですけれども、これも含めて改修について、今後どのような部分

を中心に行っていく御予定か、お聞かせください。  

〇地域支援課長  今後につきましては、まず公共施設の個別計画につきまして実施

していく予定ですが、老朽化しているところにつきまして中心的に改修をしていく

予定でおります。  

〇委員長  具体的にどこからとか、今申せる範囲でどうですか。  

〇地域支援課副参事  お答えいたします。近隣センター、建ててからもう 30年、40年

近く経過しておりまして、躯体に伴う設備がほぼ老朽化しております。空調等につ

きましても、大体 15年が目安となっていますが、これは全て切れております。経過

しているので、近年多くなるのは、その空調関係がどうしても故障してくる、不具

合が出てくるというところで、その辺りを中心に整備を進めてまいります。議員か

らお話しいただきましたバリアフリー等につきましては、今うちの課長が申しまし

たとおり近隣センターの個別計画がございますので、そちらの中で順次進めてまい

りたいと思っております。以上です。  

〇浜田  ありがとうございます。空調については、これ大体今回体育館も出ました

けれども、やっぱり空調の設備を更新することによって、かなりランニングコスト

とか、そういったことの削減にもつながると思うので、ぜひ推進していただきたい

と思います。ありがとうございます。この点は結構です。  

 続きまして、マイナンバーなんですが、 44ページです。マイナンバーの普及促進

なんですけれども、現状についてまずお聞かせください。取得率とか、そういった

ものについてお聞かせください。  

〇次長兼市民課長  現状をお伝えします と、今年度末、２月 末日現在で交付率が

27.6％でございます。今年度に入ってから４万、約４万 4,000枚交付をしております。

以上です。  

〇浜田  以前お伺いしたとき、十六、七％だったかなと思うんですけれども、大分

促進がされているのかなという印象なんですが、今回のこの普及促進の事業によっ
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て、どういったところをより促進していくための施策とかということがありました

ら教えてください。  

〇次長兼市民課長  １年前、元年度末で 17.1％でございました。約 10％上乗せとい

うことで、これには国のほうで進めておりますマイナポイント、こういったものが

追い風というんでしょうか、交付申請につながったのかなというところでは感じて

おりますけれども、ただ一方で、コロナウイルスの関係で、交付の促進という意味

で、私どものほうから事業所ですとか、あるいは会社、そういったところ、学校、

そういったところに出張っていって申請を受け付けるということを計画しておりま

したけれども、なかなかそれができなかったというのが実情でございます。以上で

す。  

〇浜田  その出前というんでしょうか。そういったことは、来年度はおやりになる

御予定ですか。  

〇次長兼市民課長  先ほど申し上げたとおり、コロナウイルスの関係もございます

ので、ちょっと時を見て、できると判断したら積極的にやっていきたいと考えてお

ります。以上です。  

〇浜田  令和４年からでしたっけ、保険証、保険の機能、３年でしたっけ。今年度

か、ごめんなさい。今月から。それもまたちょっと促進ができる一つの要因かなと

思うので、ただちょっと保険に入っている方というか、そのマイナンバーカードと

保険証と一緒に使う方って結構高齢者も多いと思うので、そこはさっきおっしゃっ

たようなコロナ禍とはいえ、やっぱり御自身で出向かれてこられない方ってすごく

多いと思うので、そういったところもちょっと見つけていっていただくなり、郵送

でしていただくなりということをもっと推進していただいたらいいかなと思います。

よろしくお願いします。  

〇円谷  お願いします。最初にオリ・パラ、具体的にどういったことを行っていく

か、お示しください。  

〇スポーツ課長  今年度先行きが不透明なところもありますが、国や県が示してい

るイベントに関する感染症予防ガイドラインを守りながら、車椅子テニスや障害者

スポーツに興味、関心を持ってもらうための交流や体験型イベントの実施、それか

ら限りはあるんですが、市内小中学校の児童生徒らを対象に、大会の観戦チケット

の配付、さらには聖火のトーチの設置や商業関係者、鉄道事業者等と連携をしなが

ら、市内各所に横断幕やフラッグ等広告物を掲出して、機運醸成を図っていきたい

と考えております。以上です。  

〇円谷  やっぱりちょっと大会自体がなかなか盛り上がっていくのが難しいような

状況の中なので、市としてもできることも限られてくるところだとは思うんですけ

れども、柏市にはラグビーワールドカップのときにしっかりとホストタウンとして

といいますか、キャンプ地として、またニュージーランド代表を応援する立場とし

てもしっかり大会を盛り上げて、子供たちにも交流事業とかで夢を与えることがで

きたという実績があろうかと思います。同じように、今回も先々につながるスポー



- 18 - 

 

ツ資源として残るような取組を期待していますので、何とぞよろしくお願いいたし

ます。あわせて、通常の、通年といいますか、ふだんから行っているスポーツ推進

事業、どういったものがございますか。  

〇スポーツ課長  通常に関しては、基本的にはイベント関係については、やはりコ

ロナの影響は受けやすいんですが、継続して、イベントについては手賀沼エコマラ

ソン、それから新春マラソン、あるいはスポーツドリームかしわ、それから継続事

業といたしまして、やはりスポーツの普及に関しましては、スポーツ推進委員とい

う方が市内に 60名程度おりますので、継続的なスポーツの普及促進、そういったも

のを図っていきたいと思います。それから、実施に当たっては、スポーツ協会ある

いは関係団体ありますので、その辺で連携を取りながら、共催の協力とか、そうい

った形で進めていきたいと考えております。以上です。  

〇円谷  今年度ですか、令和２年度に多くの行事、大会とかも中止になりまして、

エコマラソンもそうなんですが、中止の期間が長くなればなるほど、やっぱり再開

するのが難しくなるというか、同じ熱量で続けていくのは難しいというふうに思い

ます。特に大きな行事、花火大会とか柏まつりが中止になると、それに引っ張られ

てというわけじゃないんでしょうが、各団体の皆さんとか、町会の行事とかもそう

なんですけれども、どうしても中止になりやすくなって、特にスポーツに関しては

しっかりとそのガイドラインといいますか、感染対策をしながら続けていくことも

可能な部分もあるのかなというふうに思いますので、役所としても、もちろんスポ

ーツ課だけじゃないと思うんですが、こういった形で開催ができるんじゃないかと

かいった、そういったアドバイスとかもしながら、できるだけ速やかにといいます

か、例年と同じような大会とかが行われることがいいのかなというふうに思います。

何とぞよろしくお願いいたします。  

 それで、コロナ禍を通して、大分スポーツを取り巻く環境も変わってしまったの

かなと思うんですが、スポーツ推進計画は、今年度多分折り返しなのかなと思うん

ですけども、たしか 28年、見直しの予定とかはございますか。  

〇スポーツ課長  今年度２期のスポーツ推進計画がちょうど見直す中間年に当たり

ましたので、審議を重ねまして、見直し版を、向こう５か年の方向性あるいは具体

的内容を定めた後期というか、見直し版を行いました。主に重点的には、やはりタ

ーゲットを親子というか低年齢層、あるいは働き盛りというか、なかなかスポーツ

に接触できる機会がない世代、ターゲットは、その辺をターゲットにして、なるべ

くスポーツの実施率が上がるように、いろいろな機会、イベントの機会を設けたり、

それから情報発信を、ＳＮＳをフルに活用したりして、スポーツ情報の発信ですと

か、あらゆる角度からそういった支援する形で、少しでもスポーツ実施率を上げる

形で取り組んでいきたいと考えております。以上です。  

〇円谷  分かりました。完成を楽しみにしています。それと、ホームタウンという

ところ、やはり応援の機会とかはちょっと減ってしまいまして、どうしても熱気が

今、下がっている状況なのかなというふうに思います。そうすると、どうしてもま
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ちのにぎわいですとか、そういったところにも影響が出てきてしまいますので、恐

らくスポーツ課でも一生懸命やってくださっていて、ユニホーム着て業務に従事し

たりとかということも、取組も行っておりますので、その辺の継続した取組という

のをお願いします。これは答弁結構です。よろしくお願いいたします。  

 次に、ホームページなんですが、リニューアルをしまして、これから市民の皆さ

んも使っていく中でいろんな意見が出てくるかと思うんですが、その反響といいま

すか、そういった市民の声といいますか、アンケートのようなものというのは取る

予定ございますでしょうか。  

〇広報広聴課長  ホームページ上というわけではないんですが、広報かしわ等で例

年アンケートを取っておりますので、この中で反響等聞いてみたいと考えておりま

す。以上です。  

〇円谷  担当課としては、例えばアクセス数とか、ユニークユーザーの数なんか分

かりませんけど、そういったことは統計として取ってはいらっしゃるんですか。  

〇広報広聴課長  アクセス数等は、こちらで把握してございます。  

〇円谷  柏市の自治体のものとはいえ、ウェブサイトなので、やっぱり見られて何

ぼというところはあろうかなと思います。いろんな有名な方に記事書いてもらった

りとか、そういう取組をしていることは存じてはいるんですが、さらにその辺、い

ろんな企画出してもらって、アクセス数を上げると。そして広告というところもし

っかり募集をして、柏市の一つの収入源にしていかなきゃいけない大きなコンテン

ツだと思います。その辺リニューアルを機に、さらなる強化を求めますので、しっ

かりと取り組んでください。  

 次に、水道なんですが、今行っている庁舎の建設と、あと組織、下水道の組織統

合というところ、今年度の進捗見込みをお示しください。来年度ですね、進捗見込

みをお示しください。  

〇次長兼（水）総務課長  まず、庁舎の建設につきましては、第１期工事、第２期

工事、大きく分けてございます。第１期工事、ポンプ棟の解体と庁舎の新築工事、

これに伴う電気工事と機械設備の工事、この３本が今発注して実施している段階で

ございます。この第１期工事のメインでございます建築工事については、この３月

末で進捗状況は 74％となる見込みでございまして、一応工事等は予定どおり順調に

進んでいるというところでございます。また、来年度に入りまして、庁舎が、新築

庁舎が完成した後に、現在使っている古い庁舎、こちら第２期工事で解体工事して、

駐車場の整備並びに 100立米の耐震性貯水層を１基設置するという予定でございま

す。あと組織のことについては、今回御答弁もさせていただきましたが、新しい庁

舎が建って、上下水の人員が入るという受皿がどうしても必要ですので、庁舎が完

成した後、年度切替えの令和４年度４月１日をもって組織改正という予定でござい

まして、関係する業務の所管の調整とはほぼ調整を図っておりまして、また今後、

来年度具体的な人員、定数の関係ですとか、あとは細かな業務の所管と、そこまで

を来年度中に調整して、 12月議会で御審議いただきたいと考えております。以上で
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す。  

〇円谷  分かりました。ありがとうございます。最後に、環境部にちょっとお伺い

したいんですが、先ほど震災から 10年でというようなお話もありましたけれども、

震災時、震災が起きた場合とか、まちの機能をいち早く取り戻すために必要なこと

の一つとして、ごみをいかに処理できるかということが大事だと。人が足りていて

も、要は作業する人が足りてても捨てられる、ごみが捨てられないと、まちをきれ

いにしていくことができなくて、機能を復活させることができないということがあ

ろうかと思います。その辺で環境部として、そういった場合の対応策といいますか、

災害協定なのか分かりませんけれども、そういったことをしっかり進めてもらいた

いと思うんですが、その辺についてお考えといいますか、お聞かせいただければと

思います。  

〇廃棄物政策課長  委員おっしゃるとおり、災害時のごみ処理につきましては、こ

の処理が進まなければその後の復興がなかなか進まないというふうに、そういうふ

うに考えております。こういったところから、市のほうでは災害廃棄物に対します

備えといたしまして、令和元年８月に柏市災害廃棄物処理計画のほうを策定してお

ります。この計画では、国ですとか他の自治体、そういったところと連携をすると

いうことを基本とした協力体制を構築するということで適正で迅速な処理を行うと

いうことを目指してこの計画を策定しているところでございます。以上でございま

す。  

〇円谷  市内の業者さんとかも恐らく協力してくださるようなところも出てくるの

かなというふうに思います。今後引き続き進めていっていただければと思います。

よろしくお願いします。以上です。  

〇委員長  暫時休憩いたします。  

              午後  ２時２４分休憩  

                  〇            

              午後  ２時３０分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 質疑を続行いたします。  

〇福元  この１年、コロナ禍ということで、とても地域活動等が止まっていたとい

うことですごく気になっていまして、地域支援関係でちょっとお尋ねなんですけど

も、コロナ禍ということもあって、止まっている地域活動のために今後令和３年に

向けて何か市としてフォローしていくというか、予算をかけていくとか、そういっ

たところの検討というのはありますか。また、オンラインというのが一つネックに

なっている町会等も多く見受けられて、そこでなかなかスムーズにできていないと

いうところもあるのかなということを見ているんですけども、そこの辺りの対応と

いうことについては、何かお取組について検討ありますか、お聞かせ願います。  

〇地域支援課長  まず、オンラインにつきましては、今年度も町会等情報交換会と

いう町会のいろいろな方がオンラインで参加する会議をやりまして、会議というか、
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情報交換会をやりまして、そこで試行的にオンラインでやってみたんですが、非常

に評判がよかったものですから、今年度、最初に始めたのは 10月からだったんです

けれども、その後いろいろこちらでも準備をしまして、違和感のある方とかもいら

っしゃるとは聞いているんですが、できることをやろうということで、オンライン

の導入に向けて町会等に働きかけをしてきております。以上です。  

〇福元  市の姿勢というか、市がやっていこうということは十分というか、理解し

たいところなんですが、やはりちょっと現場というか、地域に戻るとかなり戸惑っ

ていて、なかなか市の方針とか方向性というのもちょっと理解できていない、理解

できないというところも声が聞こえてくるので、やはり令和２年と同様の令和３年

であってはならないと思いますので、やっぱり具体的に、学校の、小学校、中学校

のほうでもＧＩＧＡスクールが進んだりして、オンラインというところが日常に入

ってくることもありますので、地域の方々もみんながみんなすんなり入ってこられ

るとは思わないんですけれども、いろんな方がいらっしゃるというところの立場立

場に立って、寄り添う形でそういった政策を進めていくとともに、地域活動が本当

に、令和２年本当に止まっていたようなところありますので、なるべく円滑にとい

うか、コロナの下においての進め方というのを市でも模索というか、市民とともに

一緒に考えていくような取組というか、そういったことに注いでほしいなというふ

うに思うんですが、何かあればよろしくお願いします。  

〇地域支援課長  委員おっしゃるとおり、コロナ禍で地域コミュニティ、コミュニ

ティ活動停滞していたというのは実感としてあります。令和３年度ですけれども、

このようなコロナ禍ですんで、一つだけこういうことが正しいという価値観ではな

くて、いろいろな価値観を持って、例えばオンラインですとか、いろいろなやり方、

とにかくできるいろんな手法をちょっと検討しながら、このコロナ禍で、ウィズコ

ロナじゃないですけれども、コミュニティの停滞にならないようなことを様々考え

ていきたいと思っています。その中で、コロナに対して、コロナがあるということ

で集まることに否定的な方と、集まりたいという方いらっしゃいますので、その両

方の方の気持ちに寄り添いながら、一番いい解決策を考えていきたいと思っていま

す。以上です。  

〇福元  やはりこういう判断が難しい状況に置かれると、市民の皆さんやっぱり市

がこう言っているからとか、市がこういうふうに何時までと決めているからとかと

いう具体的なところで、やっぱり基準にされて動かれる方も大勢いらっしゃいます

ので、やっぱりちょっと市がある程度難しい状況ではあるんですけども、地域活動

に対するイニシアチブというか、やっぱりちょっと方向性、引っ張っていくという

姿勢があってこそ、いろんな町会さんも、また新しい取組というのが見えてくると

思うので、ぜひ新年度、令和３年度は、令和２年度からは大分違う前向きな１年に

していただきたいなと思います。以上です。  

〇山田  それじゃ、お願いします。区分１ですけど、当初予算の概要の中の 29ペー

ジ、リサイクルプラザの長寿命化工事、これ一応この体制いろいろ出てきて、みん
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なは、議員はコロナ禍でどんな、各事業がどう滞っちゃうかなとか、いろいろ心配

してたんですけども、これ工事順調に進んでいるのか、現状の工事内容についてち

ょっとお示しください。  

〇廃棄物政策課長  リサイクルプラザの長寿命化工事につきましては、令和元年度

から着手しておりまして、これまでのところ施設を稼働させながら、休日などを利

用しながら順調に工事を行ってきております。これまで令和元年度、そして今年度、

令和２年度につきましてはプラント設備工事、そして空調設備の工事、それと照明

設備の工事、これを実施して全てを完了させているという状況でございます。また、

施設自体も工事後問題なく安定して稼働しているという状況でございます。以上で

す。  

〇山田  本当に生活ごみとか、災害ごみの処理とか、いろいろ大変ですけど、特に

このプラスチック、これの処理については、本当に大分大きな懸案状況になってき

まして、国のほうではカーボンニュートラルだとかいろんなことあって、将来本当

にこれのプラスチック、廃プラの利用はどうするのかとか、いろんな同時並行で資

源の再利用、再商品化、大変だと思うんですけども、あともう一つ、このカーボン

ニュートラルの方向性の中で、自治体は容器包装が主体ですけれども、いわゆるパ

ッケージごみだとか、大型ごみですか、これのほうの関係の連携というのは国との

絡みでごみ処理はどうなんでしょうか。  

〇廃棄物政策課長  国の示しております今後のプラスチック資源循環というところ

がございます。こういったところの方向性につきましては、やはり世界的にもプラ

スチックごみ問題というのがなかなか深刻化しているという状況ございまして、こ

ういったところからプラスチック製品の製造から、そして廃棄物の回収まで、様々

主体おりますが、様々な主体がこのプラスチック資源循環の取組を促進する仕組み

というようなものを構築していこうという、そういう動きだというふうに認識して

おります。例えばちょっと事例を申し上げますと、プラスチック製造メーカーに対

しましては、環境配慮設計の認定制度というものが新たに示されるというようなこ

とであったり、飲食店あるいは事業所などには、使い捨てのスプーンであったり、

ストロー、こういった提供機会の削減を求めていったりということ、そして委員御

質問のところの廃棄物の回収という部分につきましては、これまで御存じのとおり

容器包装プラスチック類のみの回収としていたものを、新たに家庭から出されるハ

ンガーであったり、おもちゃ、プラスチック製のおもちゃであったりと、そういっ

た製品を市町村が分別収集、そして再商品化するような、そういう仕組みも設ける

というようなことを予定しているということでございます。一方で、具体的な制度

設計という部分におきましては、まだまだ示されていない、はっきりしない部分が

ございまして、事業者であったり、市民であったり、我々自治体の負担がどのよう

になっていくのかというところは、ちょっと今現在は不明点が多いというところで

ございます。こういったところから、施策の具体的な内容について、引き続きこの

後示されるというふうに聞いておりますので、国の動向を注視しながら、市民の皆
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さんの負担の度合いであったり、私ども自治体の財政負担の度合いであったり、そ

ういったことを総合的に考えながら、今後適切に対応してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。  

〇山田  ありがとうございます。本当に自区内処理の生ごみだとか、先ほども議論

が出ましたけれども、焼却体制とか、柏市は随分バランスよくやっているけれども、

今後この大きな産廃から始まったこのプラスチックの高度処理という体制、大変だ

と思うんで、あと本当にカーボンニュートラルなんていろいろ言ってるけれども、

行政のほうで、国が指針を出すでしょうけれども、自治体のほうでその体制を各産

業別、それから工業も含めて、そういうところの説得というか、理解を求めるのは、

これ具体的に上から下りてきたり、指針が出ないと大変だと思いますけども、今し

っかりした姿勢は分かりましたけれども、部長、これどうなんですかね。難しい問

題出てくるんじゃないですか。  

〇環境部長  委員おっしゃるとおり、特にプラスチック問題は、皆さんの机の上、

あるいは着ている服のボタンであるだとか、我々の生活、事業の中で本当に浸透し

て、便利なものだと言われてきたんですが、実際には現在大体４つぐらいかな、例

えば海洋汚染、柏市で言えば河川、湖沼にマイクロプラスチックが流れているだと

か、あるいは石油からプラスチックできますので、省資源の問題、あるいは地球温

暖化の問題、そして昨今では、中国が廃プラを受け入れない、そして東南アジアの

各国も受入れをやめつつあるという、大変世界的にも問題になっている難しい問題

でございます。これに対し、国は、今担当課長からも話ありましたが、急加速させ

てプラスチック問題取り組んでいるところで、今国会でもプラスチックの資源循環

の促進を図る法案を上程するというところまで来ていると。そのような状況の中で、

柏市として今何をやるのかというところで我々も悩んでいるところなんですが、委

員おっしゃるとおり、まだ具体の国の、本当の具体策はまだ出てきておりませんの

で、ただ我々ごみ処理、プラ処理をやっていくものとしては、まずは適正処理を絶

対にやっていくと、これが第一義的に大切だと思っております。それ以降のほかの

施策については、国の実行計画だとか、あるいは法律だとかを見ながら、市民の皆

さん、事業者の皆さんと、本当に効果を確かめ合いながら施策を進めていかなきゃ

ならないなと考えているところでございます。以上でございます。  

〇山田  地球規模でのＣＯ ２ とか、広い問題はこれから先になると思いますけれど

も、本当にそういう姿勢、取組聞きましたんで、それは本当にしっかりやっていた

だきたいと思います。  

 それから、もう一つお尋ねしたいのは国保の問題です。じゃトータルで聞いてい

きますか。国保会計に、国保に加入者、いわゆる社会保険に入る人 だとか、どんど

ん変わってくるでしょうけれども、国保に入る加入者の、これだんだん私は少子化

なんかで、ニーズは高いけども、加入者、維持していく人口が少なくなっちゃうじ

ゃないかなと思うんですけど、状況なんかどうですか。  

〇保険年金課長  議員おっしゃるとおり、年々数が減っておりまして、特に大きい



- 24 - 

 

のは平成 28年 10月から社会保険の適用があった時点からは激減というんですか、実

際そこでたくさん落ち込んだ形で、またさらにずっと減っているという状況でござ

います。さらに令和４年の 10月から、さらに令和６年 10月からというふうに、段階

的に、今の 501人以上の事業所ですと社会保険適用強制ということなんですが、101人

以上、かつ 51人以上と、段階的に下がってって、適用の拡大が社会保険の方々増え

てきますので、なお国民健康保険への被保険者も減ってくるんじゃないかなという

ふうに予想しております。以上でございます。  

〇山田  本当に、今度のコロナで日本の医療体制がしっかりしていたということで、

支えているところはよく分かると思うんですね。ただ、窓口で、国保の窓口では、

これ必要な保険だから、結局滞納とか減免とか徴収猶予とか、そういうような問題

があったとしたとしても、だんだん貧困世代とか、それから無保険、それから生活

実態に合わせて、窓口の相談って結構大変になっているんじゃないかと。先ほどの

意見もちょっと出て、それをいろいろ困った人がどういうふうに相談に来るのか、

一応柏市では福祉体制とか、相談窓口って、葬式のときは全部窓口一本化してくれ

たけど、いろんなところでこの生活実態に合わせて、相談というのは結構だんだん

多くなってきてんじゃないかと思うんです、その実情での、これ一番健康問題必要

なんですけど、この窓口って結構大変な相談来ていますかね。  

〇保険年金課長  まず、所得の問題でお答えいたします。保険料の軽減というもの

は、法定の軽減、７割、５割、２割軽減というものを用意してございますので、こ

の適用が令和３年度予算でいきますと、 46.4％の方が、 46.4％です。約半分の方々

が軽減適用を受けるという試算でございます。あと相談の難しさという部分に関し

ましては、やはり実情を丁寧にお聞きしまして、やはり資力の回復が見込めないと

かってなった場合ですと、生活保護の窓口の御案内をいたしまして、努めていると

ころでございます。以上でございます。  

〇山田  内容によって、実情実態に合わせて連携が取れて、それだけ御努力されて

いると、そういう意気込みは分かりました。  

 それから、あとこの保険は、これお互いに税金でやるか保険料でやるかという問

題があって、最終的には福祉だということですけども、これ支えているお金で、ち

ょっとこういう議論、やりくりするということだけども、僕も思い出せないんだけ

ど、負担方法の全面総報酬制だっけ、金持ちから、高齢者からお金取っているとか、

そういうような徴収の検討素材って、だんだんできてくるんですか。  

〇保険年金課長  徴収方法でございますが、国の基準でいきますと４つございます、

所得割、資産割、これ土地と家屋を持っている方の部分の保険料は、保険税の掛け

る部分ございます。あとは均等割、平等割、この組合せで決まっております。です

から、これの以外の部分というのは現状のところ用意されておりませんので、この

範囲の中で、各全国の団体とも４方式、３方式、２方式ということで、保険料の決

定を行っております。以上でございます。  

〇山田  そこなんですよ。その区分割があるけれども、実際所得実態ってなかなか
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つかめないところもあると思うんですけれども、いずれにしても最終的には日本総

健康管理するには、どっかでお金を、そういうところから考えていく時代になるか

もしんないよね。ただ、現場では、やっぱり行政はそこまで切り出してくることは

難しいでしょうけども、どっかでやらないと、やっぱり人口が減っていったときの、

やっぱり応分の負担、義務感を支えていくところは出てこないんじゃないかなと思

うんですよね。これは私の本当にささやかな思いですけど、行政の執行体制、責任

体制は難しいと思うんですけども、意気込みがあったら。  

〇保険年金課長  過去に年金の制度が共済組合だったり、あと厚生年金、あと船員

保険だったり、いろいろ区分は分かれておりました。それが一体化されましたので、

長期保険、年金なんですけども、短期保険の健康保険に関しましても場合によって

は一体化を議論してもいいんじゃないかなという時代に来ているのかなと。過去に

国のほうでも議論あったようなんですが、最近ちょっと止まってしまっていますの

で、国保だったり共済、あとは私学共済って、いろいろあるんですけど、それも全

部健康保険一体とした形で、国内も全て同じ保険という議論を深めていってもいい

んじゃないかなというふうに考えております。以上でございます。  

〇山田  ありがとうございます。ここでやめます。本当にどっかで切り口を考えて

いかないと、日本はもたないんだと、こう思っていますんで。以上です。  

〇日下  先ほど内田議員のやり取り聞いていて疑問が出てきたことで伺いたいんで

すが、放射能の給食の検査を縮小するということ、それから公立と私立の格差とい

うか、これは何を根拠に縮小し、また公立と私立に差をつけるのですか。  

〇環境政策課副参事  内田委員へも御答弁申し上げましたきっかけとなったのは、

私立幼稚園などの団体からの御要望がございまして、そこから議論が始まりました。

その中で、数年間団体等、こども部とも話合いを進めてまいりましたけれども、そ

の御要望の考え方が強いということで、令和３年から私立幼稚園のほうは放射性物

質の検査を取りやめるということになりました。その後公立と私立のバランスの部

分ですが、当初これは、当初幾つかの案がございまして、ありましたが、公立が 100％

の園を、検査をやって私立がゼロというのも、見方によっては公立が手厚いように

見られる場合もあるんじゃないかというような懸念もございました。公立の保育園

につきましては全園が統一メニューで、給食の食材の業者さんが７つになっており

ますので、その７つの食材で給食を検査すれば、考え方ですが、全てのメニュー同

じように検査できているというようなふうになるんじゃないかという結論に至りま

したので、公立につきましては、そういった中で中学校区ごとにやるという、毎年

じゃなくて３年間一通りやってみて、どういう感じになるかというような、そうい

う考え方もあるんじゃないかということで、それぞれの部と話合いを進めながら決

まったという結論でございます。以上です。  

〇日下  幼稚園のほうは、園の経営者からのあれなんですか、要望なんですか。  

〇環境政策課副参事  経営者の方でつくられている団体からの要望でございます。

以上です。  
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〇日下  経営上ですかね。父母ということじゃないんですね。特に縮小するに当た

っての何か指針ですとか、そういうものが特にあるわけではないんですね。  

〇環境政策課副参事  経営者のほうからの意見でございまして、指針というのが特

にあるわけではございませんが、委員言われるように、やはり保護者の不安感とい

うのも反面私たちでもどうするべきかということで話合いはする中で、先ほど申し

上げましたように、希望がある場合にはそこの園を検査をするということで、そう

いった気持ちに応えようという結論に至りました。以上でございます。  

〇日下  特に市として検査する上での指針ですとか、そういうものがあるわけでは

ないんですね。市として。  

〇環境政策課副参事  大きな指針というものはございません。今までは検査を継続

するという形で来ておりましたが、 10年たちまして、一方検査開始以来一度も検査

でエラーが出ていないという結果もございまして、この辺でどうしようかと。周辺

の自治体などの考え方も見ながら、今回そういったような結論になりました。以上

です。  

〇日下  周辺の自治体はどうなんですか。  

〇環境政策課副参事  周辺の自治体の状況でございますが、学校給食、保育園給食

につきましては、令和３年は松戸市、野田市、流山市、我孫子市は実施しない予定、

以前からやめていたものも含めて実施しない予定でございます。鎌ケ谷市さんは、

学校給食は検査を実施予定ですが、状況確認しながら今後の方針を検討するという

ことでございます。以上です。  

〇日下  柏市は、非常にホットスポットになって、非常に高かったわけですよね。

そういう点では、慎重に検査をしていくということが当然求められると思いますし、

やはり縮小したりする場合には、十分な議論が必要だと思います。  

 それでは、予算について伺います。まず、スポーツ施設の指定管理、またスポー

ツ施設の運営についてなんですが、今回指定管理料が前年と少し縮小、減額になっ

たのかな、ですよね、その根拠は何でしょうか。  

〇スポーツ課長  今回は初年度、前回が初年度ということで、初年度は初期投資な

りがあったものですから、金額若干高くなっていると。２年度以降は、それを平準

化した形で若干金額が抑えられているという状況になっております。以上です。  

〇日下  今年は、恐らくコロナ関係でスポーツ施設のお休みになったり、それは去

年も同じだったと思うんですが、それに関わっての予算への影響というのはどうい

うものなんですか。  

〇スポーツ課長  もう一度質問をお願いできればと思います。  

〇日下  去年もスポーツ関係のコロナによる利用の停止、中止というのがあったん

じゃないですかね。スポーツ施設、プールなど。恐らく今年も考えられると思うん

ですが、その辺は予算に反映されているんでしょうか。  

〇スポーツ課長  実際にコロナの影響があったのは、元年度、元年度の３月１か月、

２月の末から１か月、３月１か月程度で、２年度については確かに休場期間が４、
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５とありましたので、若干の影響があったということになっております。以上です。  

〇日下  今年度の決算、まだ出ていないので、また決算の時期に検証しなきゃいけ

ないと思うんですけれども、やっぱり指定管理料はきちっと精査していかなきゃい

けないなというふうに思っています。  

 それから、プールの関係なんですけれども、柏市の公共施設の管理計画に基づい

て、大津ケ丘のプールが廃止になった。一点突破で、ここでもう突破したから次は

というふうに思っていらっしゃるのかもしれませんが、西口プールとひばりが丘プ

ールについて、大津ケ丘のプールのときも説明会等が計画されたときには、まだ決

まっていませんということを再三当局おっしゃっていたんですが、議会での部長の

答弁は、もう決定されたかのような答弁でありましたし、説明会開いても、聞きお

くだけというものだったなというふうに思うんですよ。今後ひばりが丘や西口のプ

ール、一昨年の指定管理者が取ったアンケートの中には、ひばりが丘や西口のプー

ルを利用されている方たちから存続を求める声が結構出ておりました。その点でど

ういうふうに考えているのか、お聞きします。  

〇地域づくり推進部長  すみません、私から申し上げます。計画に基づいて、年度

で耐用年数といいましょうか、いつまで存続をするというようなことは計画として

４プール持っております。これは、とはいっても大津ケ丘でもあったように、途中

で大規模な改修工事、多額の金額を要するような工事があった場合には、やはり一

度そこは立ち止まらなくてはいけないなというのが考えとしてはございます。ただ、

大津ケ丘がこれで、私も答弁で決まったようなことを申し上げたつもりは全然ない

んですけれども、この大津ケ丘と同じように、ほかのプールも一つずつ、言葉悪い

ですが、廃止していこう、潰していこうというようなことで考えているわけではご

ざいません。あくまでもアクションプランとか計画にのっとって、その計画の筋道

どおりに進めていくということが今現状では基本でございます。以上です。  

〇日下  何かすごく微妙な答弁だったと思いますが、筋道どおりにということは、

計画どおりに進めていくということのように聞こえました。やっぱりその管理計画

の中にも、住民に説明をして、住民の声を聞いて決めるといった趣旨の文言もあり

ますので、ぜひこれは一方的に廃止ではなくて、住民の声にも耳を傾けていただき

たいというふうに思います。  

 次に、同じく指定管理者制度を行っている施設のことです。市民交流センター、

それから文化会館、アミュゼ柏、当初は始まったのが文化会館でしたかね。その後

アミュゼ柏と文化会館が同じ事業者になって、市民交流センターができてからは、

３つの施設について同じ事業者が指定管理者になるという、いわば東京に本社のあ

る会社が３つの公共施設の管理運営を行っているというふうになっているわけです。

私たちこの指定管理者制度が導入されるときは、社会福祉協議会ですとか、そうい

う公益団体が委託を受けることについては反対はしませんが、こういう民間の企業

に利益を奉仕する、企業への奉仕を自治体がするっていう、そういうものにしては

ならないという立場から反対したんですけども、この３つの施設については、それ
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ぞれ収支計画書というのが出されて、それで今年度の、新年度の予算も組まれたと

思いますが、その収支計画書の中で、本社管理費というのがあると思うんですね。

これは、東京の本社が持っていくお金なんですけども、３施設について、それぞれ

計画書の中にある管理料、本社管理料はそれぞれ幾らでしょうか。  

〇次長兼協働推進課長  協働推進課では、市民交流センターを管轄しております。

次期から新たな、結果的に同じ指定管理者ですが、新たな指定管理が始まりますけ

れども、本社管理費としまして、およそ 10％程度でございました。パレット柏の分

は以上です。    

〇日下  ３施設について、収支計画書が出ているわけですよね。それで予算組むわ

けでしょう。その計画書の中にある本社管理料というのは、それぞれ３施設につい

て幾らですか。収支計画書の中に。  

〇次長兼協働推進課長  まず、パレット柏につきましては約 650万円。  

〇地域支援課長  文化会館につきましては、本社管理費は 1,210万 8,000円です。あ

と、アミュゼ柏につきましては 1,258万 1,000円となっています。以上です。  

〇日下  今の数字も示されているように、やっぱり東京の本社にお金が吸い取られ

ていくわけですよね。地方自治体として、こういう姿でいいのかなと、こう思うわ

けですよ。やっぱり地方自治体というのは、地域経済にも貢献しなきゃならないの

であって、東京の本社にお金吸い上げていかれるような、そういう事業形態という

のはいかがなものかというふうに思います。  

 次に、それではマイナンバーカードについて伺います。先ほど議論がありまして、

27.6％ということで、約 10％、１年間で枚数が拡大されたということなんですけど

も、柏市も非常に力入れてやっていたように私はお見受けしました。国は、地方公

務員ですとか国家公務員には非常に強烈なプッシュして、今国家公務員は四十数％

とか言っていましたね。柏の職員はどうか分かりませんけども、そういう形で非常

に強制に近いような形でマイナンバーカードの普及に国も地方自治体も力を入れて

いるわけですけれども、そもそも相当国は高い目標掲げて、令和４年までに８割で

すか、ほぼ 100％に近いところまでという計画を打ち出して、必死にやって 27.6％と

いうことですから、かなりやっぱり国民、市民は抵抗していると思うんですよね。

なぜかという問題がそこにはあるわけですけれども、まず交付の枚数は、先ほど１

年間で４万 4,000というふうな報告でしたけれど、これまでの普及された枚数はトー

タルして何枚になるんですか。  

〇次長兼市民課長  累計ということで（「そうですね」と呼ぶ者あり）この２月末

日現在で 11万 7,301枚です。以上です。  

〇日下  ちょっと予算書見ても、マイナンバーカード普及に関わる、かけるお金と

いうのはよく分からなくて、柏市のほうに、一体令和３年度の、新年度のマイナン

バーカード普及に係るお金は一体幾らなんですかというふうにお聞きしたんですが、

幾らですか、予算。  

〇次長兼市民課長  令和３年度の予算ベースということで言いますと、マイナンバ
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ー関連事業費ということでの総トータルですが……  

〇日下  総トータルでいいです。  

〇次長兼市民課長  ２億 7,936万 1,000円。  

〇日下  それは歳入ですよね。歳出は。  

〇次長兼市民課長  失礼しました。３億 3,304万 4,000円です。  

〇日下  大体そのくらいのお金が、恐らくまた補正で来るんじゃないのかなと思う

んですけど、これが導入されて、かれこれ何年ですか、平成 27年からですよね。ざ

っくりと、この間ずっと毎年何億というお金が出て、今日までトータルすると大体

どのくらいですか。私試算したら、 17億とかそんな感じだったんですけど、そんな

感じですか。  

〇次長兼市民課長  大体そのくらいの額だったと思います。  

〇日下  その 16億、 17億を、これにかけるお金がどんなに大きいかというのを私た

ち想像するために、１枚当たりの、カード１枚当たりにするとどれくらいなのかと

計算してみますと、１万 4,000円とか、そんな感じになるんですけれども、相当なお

金をこれに投入しているわけです。今議会で企画部長が非常にマイナンバーカード

は便利であるという答弁がありまして、万能のような、そんなような答弁だったよ

うに記憶しているんですけども、マイナンバーカードって、私たちにとってそんな

に便利ですか。  

〇次長兼市民課長  確かに現在の 27.6％という交付率の中ではあまり利便性を感じ

ないのかもしれませんけども、国が言っているように、令和４年度末の段階でほと

んどの住民が持つような形になれば、その時点でいろんなものとの、先ほどお話の

あった国民健康保険もそうですけれども、いろんなものとのひもづけもできて、本

来行政手続上、住民票なり戸籍謄本、そういったものを添付しなければならないも

のが省略できるといったようなメリットも幾つもあると感じております。以上です。 

〇日下  多少届出の書類が減るとか、手続が簡素になるとかというのはあるんです

けれども、私はマイナンバーカード、それほど私たちにとって便利になるものでは

ないなと思うんですね。便利になるのは行政機関、行政機関は便利になるわけです

よ。ひもづけして、合理的にいろいろ処理ができるので、便利になるのは私たち国

民よりも行政機関が便利になるということなんですよね。今３月から保険証、それ

からさらに運転免許証などもということで今進められているようですけれども、こ

れからどんどん、どんどんと対象が拡大するにつれて、私たちの情報が一元管理化

されていく方向にどんどん、どんどん拡大されていくわけですよ。非常にカードを

落としたらどうしようという不安がある、情報が流出したらという、もちろんそう

いう問題もあるんだけれども、実は一番怖いのは私たちの情報が全て一元化される

ということなんですよ。一体これは狙っているのは誰なのかって思うわけですよね。

そういうこと考えますと、この日本のマイナンバーカードのやり方というのは非常

に危険じゃないかというふうに思うわけですよ。一番典型的なのが顔認証で、何で

も分かっちゃうという、中国なんですけど、ドイツなんかはこの間の給付金なんか
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スムーズにいったんですけど、ドイツは基本番号というのは、もう違憲だっていっ

てやっていないんですよね、イギリスもフランスも。ドイツが何で給付金がスムー

ズにいったかというと、口座番号など税のほうに登録してあるみたいで、それです

っと給付もされたらしいんですね。そういう情報というのがあんまり一般のマスコ

ミなんかに報道されないので、何か私たちは非常に便利になるかのようなイメージ

で受け取っている部分もあるんだけれども、非常に私は怖いというものだというふ

うに思いますし、もしこういう形でやるとするならば、他国の個人情報をきちっと

やっぱり守る、そういう制度がなければ、とても心配でカードは持てないなという

ふうに思います。  

 それから、ごみの収集業務について伺います。先ほど共同処理についての議論が

ありまして、私も一部組合の議員やっていますので、関わってきているんですけど

も、この共同処理を、はっきり言えば柏が一部組合から離脱するということですよ

ね。これは、ちょっと表面的には鎌ケ谷と柏市が対立するような、 そんな利害関係

が対立するような、そういう現象面ではあるんだけれども、根本問題というのは結

局ごみを減らしていくということだと思うんですよ。やっぱり施設を縮小していく

ということなんですね。私は、一部組合の議員やっていまして、今長寿命化工事や

っているんだけれども、炉が３つありまして、この炉を２つにしろと主張したんで

すよ。残念ながら３つ目の炉については、全面的にではないんだけれども、一応残

す形で、ちょっとその施設を縮小して工事に進むということなんですけども、例え

ば鎌ケ谷がここの一部事務組合の施設を使うとなった場合には、やっぱり炉を縮小

していくということ、双方がやっぱり、日本は世界でも突出した焼却施設の多い国

ですからね。これを縮小してごみを減らしていくという、そこが基本で、その点か

ら考えれば、柏市も鎌ケ谷も一致できると思うんですよね。それで伺いたいんです

けれども、北部も南部も稼働率が低いというか、十分受け入れられるわけなんです

けども、今一部、沼南分が柏に来た場合には、２つの炉で焼却施設で対応できる能

力なんですか、それはどうなんですか。  

〇廃棄物政策課長  仮の話ということで御答弁させていただきますと、北部クリー

ンセンターと南部クリーンセンターの２工場体制で、旧沼南分のごみ量については

焼却することが可能でございます。以上でございます。  

〇日下  本当は北部なんかももっと施設を縮小して、もうやっぱり施設を縮小して

ごみを減らしていくということを日本も具体化していきませんと、カーボンニュー

トラルの問題もありますけれども、環境問題から考えたときに、本当に抜本的な施

策を打ち出していく、これは国なんですけどね、やる必要があると思うんです。  

 さて、柏も令和３年度までですか、ごみの減量の目標ありますよね。令和３年度

まで、１日のごみの排出量 830でしたっけ、ごみを減らす目標に対して、今年まだ終

わっていませんけれども、見込みはどうなんですか。  

〇廃棄物政策課長  基本計画ということで、４つほど基本目標の数値ですね、数値

目標掲げさせていただいておりまして、今委員おっしゃったのは市民１人当たりの
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ごみ排出量ということで、令和３年度までの目標数値が 830グラムというところでご

ざいます。現状で、まだ令和２年度分というのは暫定的な数値となってしまいます

が、889グラムほどでございまして、令和元年度とほぼほぼ同程度の数値となってお

ります。以上でございます。  

〇日下  コロナの問題もありましたので、計画どおりいかないという部分はあると

思うんですよ。ただ、この根本的にごみ対策というのは、政府から改めていかなき

ゃ駄目ですよね。ということです。  

 さて、そのごみ出し支援事業について引き続き伺いたいんですけども、議会でも

取り上げてきまして、高齢者がこの事業を活用できるようにしてほしいなと思って

いるわけです。今現在利用件数はどのくらいですか。  

〇廃棄物政策課長  ２月末現在ということで数値御報告いたしますと、 58件、 71名

という方が申請をいただいているというところでございます。以上です。  

〇日下  200を目安に進めているということで、周知徹底の問題もあるでしょうけれ

ども、ほかの自治体と比べて、町会がやっている事業があるということもあるんで

すけれど、そういうのも活用できない高齢者も結構いるんですね。私も何人も目に

しています。本当に苦労しながら、腰曲げてごみを運んでいる姿も見ますので、や

っぱりもうちょっと対象広げて、それで本当にこの事業があってよかったと言える

ような事業にしてほしいと思うんですけれども、いかがですか。  

〇廃棄物政策課長  支援基準のお話になります。現状で支援基準というのは見直す

というところは、今のところは考えはございませんが、そうはいいながらも基準外

の方であっても、個々の生活環境の状況、例えば複合的な持病を抱えていらっしゃ

ったりとか、あるいは体調不良抱えてらっしゃる方、集積所まで遠かったり、ある

いは物理的にも階段が非常に多いというような、そういったような方についても十

分聞き取りを行った上で、そういったことを加味した上で柔軟に認定をさせていた

だいておりますので、こういったところから基準はもちろんございますが、基準外

でも認定をさせていただいておりますので、そういった意味では現状では基準は見

直す考えはございません。以上でございます。  

〇日下  特例もあるということなので、その辺は周知をしていただいて、皆さんに

喜ばれるような事業にしていってほしいと思います。  

 次に、議案第 32号の国保に移らせていただきます。  

〇委員長  それでは、暫時休憩いたします。  

              午後  ３時２０分休憩  

                  〇            

              午後  ３時２５分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 質疑を続行いたします。  

〇日下  先ほど国保のやり取りの中で、後期分が減るなんていうお話、答弁あった

んですけど、逆に後期分は上がるということでもあるんですよね。それから、基金
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の積立てが難しいとおっしゃったんですけれども、そもそも基金の積立てなんてで

きるはずないんですよ、この国保というのは。もともと柏というのは、そもそも国

保の制度そのものにいろいろ問題があるんですけども、高齢者ですとか、非正規労

働者ですとか、それから自営業者の方たちが入っている国保で、そういう人たちが

入っている国保であるにもかかわらず保険料が非常に高いと、これが根本問題。で

すので、過去には柏市は 20億円ぐらいの一般会計からの繰入れをやっていたんです

ね。それで何とか国保というの、保険料を抑えてきたわけなんですね。しかし、そ

の一般会計からの繰入れをやめなさい、それから統一保険料の方向を今国会で上程

されて、議論されているわけなんですけども、統一化したら、もう保険料はもう確

実に上がっていく、それから法定外繰入れも、今までは都道府県にいろいろ指示は

してきているんだけれども、今回法的に明らかにするという、明文化するというこ

とで今回国会に上がっているんですけど、ただこれにはそもそも矛盾があって、去

年の 12月の２日に全国の市長会、町村会が、国に対して、政府に対して意見書を出

しているんですね。その意見書については、担当の方は御存じですか。  

〇保険年金課長  大変恐縮でございます。承知してございません。以上です。  

〇日下  去年の 12月の２日に全国市長会と全国町村会が国民健康保険制度等を巡る

議論等に対する意見というのを出しているんですね。その中に、全部は読めません

けども、「法定外繰入等の解消や保険料水準の統一、更に普通調整交付金の配分方

法の見直し等について、法制上の措置も含めて議論等が行われているが、国保等の

保険者の苦境と被保険者の負担感に配慮したものではなく、地方分権の趣旨に反す

ると懸念される内容も散見される。市町村においては、これまで地域の様々な事情

や住民の声を考慮しつつ、長年にわたり国保等を運営してきた経緯があることから、

地方との十分な協議もないまま、国が一方的に議論等を押し付けることは受け入れ

られない。」、こういう意見を上げているんですね。こういうこともありまして、

国も今回は努力義務のような形で盛り込まれているとの報道がありました。この全

国市長会の主張のように、これが実態だと思うんですよね。それを一方的に統一保

険料にするですとか、一般会計の繰入れをやめなさいなんていうことは、実態を無

視した国の一方的なやり方であるということなんですね。ところで、法定外繰入れ

なんですけども、柏市は今年も入れていない、それで国保が、都道府県化が始まっ

たのが平成 30年ですか、でしたと思うんですが。柏市はその前から 、その前年から

たしか法定外繰入れをゼロにしていますよね。だったと思うんですよね。でしたっ

け。  

〇保険年金課長  平成 29年度からゼロにしております。以上でございます。  

〇日下  そうですよね。もう全国に先取りして柏市、こうやって国の言っているこ

と、もう先にやっているんですよ。それが柏市の国保の特徴、それでそうやって会

計、一般会計からの繰入れをしても、なおかつ調整基金、基金があるというわけで

すから、今財政調整基金って幾らですか。  

〇保険年金課長  年度末でよろしいですか。令和２年度末の残高で申し上げますと、
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予定で 22億 7,000万でございます。以上でございます。  

〇日下  一般会計からの繰入れも、もう前年から入れてなくて、どうしてこんな貯

金があるんですかね。それは、保険料が高いからなんですよ、柏市の国民健康保険

料。例えば夫婦子供２人、４人家族、所得 250万円のモデル世帯の保険料は幾らです

か。  

〇保険年金課長  確認なんですけど、夫婦２人で、子供１人でよろしいですよね。  

〇日下  子供２人。  

〇保険年金課長  250万ですよね。  

〇日下  そう。  

〇保険年金課長  年間の保険料が、介護負担がある場合ですと、年間で 20万……  

〇日下  40代だから。  

〇保険年金課長  介護負担なしの場合ですと 20万 3,900円、介護負担がある場合です

と 25万 3,900円になります。以上でございます。  

〇日下  そうですか、夫婦２人で子供２人ですよ。所得言いましたっけ。ごめんな

さい。所得 250万ですよ。  

〇保険年金課長  手持ちにちょっと数字ございません。今の申し上げましたのは、

３人世帯でちょっと数字申し上げました。以上でございます。  

〇日下  じゃ、これは柏市が民間の団体が出したアンケートに答えたものです。柏

市は 41万 7,095円なんですね。それで近隣市の中で一番高いです。近隣市というのは、

この周辺と松戸、船橋、市川、千葉、類似団体というか、都市部の中で、もちろん

県内でもっと高いところもあるんですよ。あるんですけども、この近隣の中で一番

高いんですね。例えば市川は 33万 9,525円と、こういうわけですから、非常に柏市の

保険料は高い。なぜ高いかという特徴の一つに均等割の問題があるんですけど、子

供の均等割額は幾らですか。  

〇保険年金課長  均等割額、年額で申し上げますと、医療分で２万 4,720円、支援金

分で１万 1,880円でございます。以上でございます。  

〇日下  合わせて３万 6,600円ということでいいですかね。  

〇保険年金課長  そのとおりです。  

〇日下  これも県内でもうトップクラスなんですよ。ちなみに市川市が幾らかとい

いますと、１万 8,800円なんですね。ですから、なぜ均等割額をこんなに高くするん

ですか。  

〇保険年金課長  これは、様々自治体によって考えはあろうかと思うんですね。柏

市の考えとしましては、応能負担、当然増やしたほうがという御意見もあろうかと

は思うんですが、ただ応能負担を増やしてしまいますと、中間所得者層だったり、

あと限度超ということで、保険料 99万円という年間の上限があるんですが、この数

字が大分手前のほうで、低いほうの数字で達してしまうということがございますの

で、そういった背景等、歴史等踏まえまして、現状の率に収まっているというとこ

ろでございます。以上でございます。  
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〇日下  この均等割の負担というのが、多子世帯にとっては非常に負担が大きいん

ですよね。ですから、この均等割額についても、やっぱり根拠を、今言ったような

根拠があるんですけども、非常に自治体としてはいいわけですよ、均等割が高いと。

そういうわけで、多子世帯にとっては非常に大変だということですね。均等割は、

同じぐらいの自治体があと３自治体ぐらいあるんですけども、非常にトップレベル

です、柏市は。  

 それから、もう一つお話お聞きしたいことなんですが、国保の 77条、国保法の第

77条には、保険者は条例または規約の定めるところにより、特別の理由があるもの

に対し保険料を減免し、またはその徴収を猶予することができるとありまして、そ

れぞれ自治体がその国の条例を基に要領などで決めているわけですけども、それに

ついてはこの間の質問で平野議員が指摘したところなんですけどね。この減免を適

用している柏市はどうですか、申請減免した人はいますか。  

〇保険年金課長  令和２年度ですと、ちょっとすみません、コロナウイルスの感染

症の拡大がありまして、いろんな多岐にわたった減免という申請ございましたので、

通常と減免、ちょっと数字把握しておらないんですが、コロナ減免でお話し申し上

げますと、直近の数字で申し上げますと、３月 11日現在、令和３年３月 11日現在で

すね、で申し上げますと、申請件数が 828件ございました。その承認しました 704件、

審査中が 13件ということで対応してまいりました。以上でございます。  

〇日下  その減免は、私なんかも議会で大分繰り返し周知しろ、周知しろと、こう

叫んだほうなんですけども、私たちも自らニュース等でお知らせしたんですけどね。

そうじゃなくて、いわゆる通常の申請減免はどうですか。  

〇保険年金課長  すみません。ちょっと手元に数字ございませんので、後ほどお答

えいたします。以上でございます。  

〇日下  じゃ、今年度はまだ出ていないかもしれないのですが、これも民間の団体

が市にアンケートで出した数字なんですけど、これは 2019年の資料なんですが、千

葉市が 1,316件、市川市が 23件、船橋市が 764件、松戸市 709件、野田市 35、流山 24、

我孫子市 314、これ自治体の要領などで随分差があるんですけど、柏市はゼロなんで

すね。ここにも柏の国保の姿が如実に現れているというふうに思うわけですよ。こ

の点も私は柏市の国保に改善を求めたいと思います。  

 次に、議案第 39号の後期高齢者医療について伺います。後期高齢者のやり玉に上

がって、この間非常に後期高齢者医療制度が導入されたときにはそういう猛反対も

あって、特例、軽減特例なんかもあったんですが、その軽減特例もどんどん、どん

どん見直しされて、それから保険料もどんどん上がるし、今度は２割負担、年収 200万

の人に２割負担させるというわけですからね。本当に高齢者は標的ですよね。そん

な感じで、後期高齢者医療というのは非常に問題だと思います。そこで、令和２年

度に保険料が上がったんですけども、２年度、３年度は同一の保険料だと思います。

均等割額は幾らから幾らになりましたか。  

〇保険年金課長  令和２年、３年度は均等割が４万 3,400円でございます。それ以前
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が４万 1,000円でございます。以上でございます。  

〇日下  所得割はどうですか。  

〇保険年金課長  所得割申し上げます。令和２年度、３年度が 8.39％でございます。

それ以前が 7.89％でございます。以上でございます。  

〇日下  この間も均等割が 2,400円アップ、それから所得割も 0.5％アップというこ

となんですね。制度が導入されたのが 2008年、平成 20年の４月１日だったんですが、

当時の均等割額って幾らだったか分かります。  

〇保険年金課長  申し訳ございません。承知しておりません。以上でございます。  

〇 日 下  私 こ の 間 ち ょ っ と お 聞 き し た ん で す が 、 こ れ で い い ん で す か ね 、 ３ 万

7,400円となりますと、今報告のあった４万 3,400円が 6,000円アップになったという

ことなんですね。所得割も平成 20年には 7.12％ということでしたので、 8.39％です

から、 1.27％のアップということで、本当に後期高齢者、もうやり玉になっていま

すよね。それから、低所得者への軽減の特例というのはどうなりましたか。これも

随分見直しされてきたと思うんですけど。  

〇保険年金課長  昨年の 10月をもちまして、たしか 8.5割軽減が７割軽減の本来の姿

に戻りましたので、これで一応、以前あった特例の軽減、７割を増した軽減に関し

ましては制度完了ということで認識しております。以上でございます。  

〇日下  分かりました。そういうことで、非常に後期高齢者医療が今大変になって

いるということ、今回請願も出ていますので、よくやっぱり慎重に議論していただ

きたいなというふうに思います。以上です。  

〇内田  貴重なお時間申し訳ございません。１点だけちょっと質疑を失念してしま

いましたことがございましたので、お時間を頂戴いたします。議案第 31号について

でございますが、新年度予算案の当初のところなんですけれども、放射線対策事業

で環境政策課に１点お尋ねしますが、今年度と同様、除染基準というんですか、計

測したときの除染基準のスポットなんですが、小学校までは地表面から５センチメ

ートル、それから中学校が地表面から 50センチメートル、高校以上が国基準の１メ

ートルで、本市基準、独自基準はそのまま来年、新年度以降も活用されるのかどう

かという点と、あと公園等につきましては、できれば５センチメートルで測定して

いただきたいんですが、現状と５センチメートルに変更するお考えについてお尋ね

いたします。以上２問についてお聞きいたします。  

〇環境政策課副参事  まず、１問目の空間放射線量の測定の基準につきましては、

委員おっしゃられたように小学校が５センチ、中学校が 50センチ、高校１メートル

と、従前と変わりなく令和３年度も測定を行っていきます。また、公園につきまし

ては、 50センチから５センチへという御要望ですが、まずは毎年空間放射線量を、

学校、公共施設や道路計測しておりますのが、当時除染を行うために、柏市除染実

施計画を設けまして、公共施設ごとに測定する地上からの高さや空間放射線量の目

標値設定しまして、目標値をクリアできない箇所において、その当時除染工事実施

しました。現在その後毎年空間放射線量の測定していますのが、除染後の環境、放
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射線量の環境が維持できているか、いわゆる事後モニタリングを実施しているとこ

ろでございます。現状においては、測定方法を変更するような大きな要因はないと

認識しております。そのことから引き続き除染実施計画で定めました 50センチの高

さで、公園につきましては今までどおりの高さで測定をしていきながら、引き続き

良好な環境を維持してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

〇内田  最後に要望申し上げますと、公園等につきましても地表５センチメートル

での計測が測られるよう申し上げまして、追加の質疑を終わります。貴重な時間あ

りがとうございました。  

〇保険年金課長  先ほど日下副委員長に御質問もらいました通常減免の数字につき

ましてお答えいたします。令和２年の現年度の直近の数字申し上げます、令和３年

３月３日現在でございます。特別の事情、風水害だったり、火災に対しましての承

認件数が 12件でございます。東日本関係の震災減免が 14件でございます。あとは収

監減免、刑事施設に入った方々に対しての収監減免が 15件でございます。以上でご

ざいます。  

〇委員長  先ほど浜田委員の件の回答も大丈夫ですか。  

〇地域支援課長  先ほどの浜田委員からの田中近隣センターの空調工事についてで

す。計画につきましては、先ほど副参事が申し上げましたとおり短期保全計画を策

定しておりまして、それに基づいて、それぞれの施設を総合的に俯瞰しながら進め

ております。あと田中近隣センターの空調工事を更新することによる効果ですが、

これまでの電気式からＧＨＰ、ガスヒートポンプ式に替えることによって、ランニ

ングコストはほぼ変わらない、変わらない予定なんですが、イニシャルコストで 10％

の削減を見込んでおります。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑は。よろしいですか。   なければ質疑を集結いたします。  

 これより順次採決いたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第 31号、令和３年度柏市一般会計予算、当委員会所管分につ

いて採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第 31号、当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  次に、議案第 32号、令和３年度柏市国民健康保険事業特別会計予算につ

いて採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第 32号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  
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〇委員長  次に、議案第 39号、令和３年度柏市後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついて採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第 39号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 41号、令和３年度柏市水道事業会計予算について採決いた

します。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 41号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第１区分の審査を終了いたします。  

 次に、第２区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでした。あわせて、関係する各課で入室していない方は、ここで入

室をお願いいたします。  

                              

〇委員長  次に、議案第２区分、議案第 24号、令和２年度柏市一般会計補正予算、

当委員会所管分について、議案第 25号、令和２年度柏市国民健康保険事業特別会補

正予算について、議案第 29号、令和２年度柏市水道事業会計補正予算について、３

議案を一括して議題といたします。  

 本３議案について、質疑があればこれを許します。  

〇内田  それでは、議案第２区分について質疑をいたします。議案第 24号のみ質疑

をいたします。補正予算案につきましてでございますが、地域支援課にお尋ねをい

たしますけれども、沼南近隣センターの工期の延長に関することでございますが、

沼南近隣センターの当時の耐震強度の関係で今回そこが原因となってのことなんで

すが、当時の耐震強度指数、Ｉｓ値、事件が発覚したときの現状と、当時一番最初

耐震診断をしたときのＩｓ値についてお示しください。  

〇地域支援課長  耐震診断前のＩｓ値は 0.52となっています。  

〇内田  それと、当時の、今回耐震強度のところが問題になっているわけでござい

ますが、その耐震強度を計測した設計業者というのは当時はどちらになりますか。  

〇地域支援課長  当時の業者、株式会社アーク都市建築事務所です。以上です。  

〇内田  その業者は、その後の経営というのはどうなっていますでしょうか。  

〇地域支援課長  現在は廃業しております。以上です。  

〇内田  そうすると、契約するに当たって、経営状態等の確認はされましたか。  

〇地域支援課長  現時点では、この辺の詳細は未確定、判明しておりません。以上

です。  

〇内田  かなり古い話なので、そこはやむを得ないのかなというふうに思うんです
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が、これは多分記録にあると思うんですけど、当時の契約というのは、入札や公募

を用いたのか、それとも随契だったのか、その契約方法について教えてください。  

〇営繕管理室統括リーダー  平成８年度の契約方法に関してなんですけれども、現

時点でちょっと資料のほうが確認できておりませんので、ちょっと分かりかねます。

以上です。  

〇内田  資料が確認されていないというのは、かなり古い話だったと思うんですが、

さっき地域支援課のほうで、当時の契約業者の経営状況についてまでは分からない

ということで、ここはやむを得ないと思うんですが、契約方法については、将来に

わたってこういうこともあるので、所管課及び営繕管理室におきましては長期的に

保管をして、いつでもこれが把握できるようにしていただきたいことを求めます。  

続いて、瑕疵責任についてでございますが、今回こういった事案に至ってしまっ

た責任というのは市側にあるのか、業者側にあるのか、設計業者側にあるのか、そ

の点はどういう認識でおりますでしょうか。  

〇地域支援課長  当時の市、旧沼南町との協議内容が不明確であるため、瑕疵につ

いては問えないというか、この場で申し上げられるような状態ではありません。  

〇内田  でも、いずれかに何らかの瑕疵、原因があってこうなったというのは事実

ですよね。  

〇地域支援課長  原因はあったかと思われますが、その辺が、詳細がちょっと分か

っておりません。以上です。  

〇内田  今回市民に必要な施設なので、苦渋の選択で御賛同はさせていただきます

けれども、やっぱりそういう資料につきましては、長期にわたってこういう事案と

いうのが発生してまいりますので、営繕管理室のほうにもお求めしたように、地域

支援課においても、地域支援課は今回スポーツ課が統合することで、地域づくり推

進部全体としては、かなり多くの公共施設を持つことになっているので、地域支援

課のみならず、地域づくり推進部としてはしっかり記録を保存していただいて、後

々こういう事案が発生したときには、ちゃんと当時のことが振り返られるようにし

ていただきたいと思います。  

 続きまして、今後のスケジュールについては遅延が見込まれますけれども、スケ

ジュール感についてお示しください。  

〇地域支援課長  当初は、令和３年度にトイレの改修工事を行って、令和４年度に

ホールの天井の改修工事を行う予定でしたが、それを先送りしまして、令和３年度

に耐震診断を行います。あと、トイレの改修工事も一応行う予定でおりますが、た

だ耐震診断の結果によって左右されるという判断でしたら、それも全体の改修と併

せて行いたいと思っております。また、令和４年度にホール天井の改修設計を行う

か、もしくは耐震補強設計を行うか、それは今回の耐震診断の結果によって、改め

て精査したいと思っております。以上です。  

〇内田  いずれにしても、全ての改修工事が完工する、そして改修後に使用できる、

改修工事中の使用制限というのはないんでしたっけ。  
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〇地域支援課長  改修工事中の使用制限はあるものと考えておりますが、今の時点

でどのような規模になるとかがちょっと判明しておりませんので、明確なところは

ちょっと判断できません。以上です。  

〇内田  使用制限を伴うものですので、できるだけ早く改修を行っていただきたい

ですし、改修後にリニューアルするわけなので、気持ちよく施設が使えるようにし

ていっていただきたいということを申し上げます。  

 次に、財政面でございますが、今回の一件に関しまして、予算というのは一定程

度増額される。当初と見込んで増額されるということでしょうか。お答えください。  

〇地域支援課長  今回は繰越明許費の金額内で実施する予定で考えております。以

上です。  

〇内田  繰越明許の範囲内ということは、予算の組み直しとかはしないで、増額は

ないという捉え方でよろしいですよね。  

〇地域支援課長  増額は考えておりません。  

〇内田  ありがとうございます。改修を終えて、気持ちよく皆さんが利用できるよ

うに、改修工事のほうは慎重かつ迅速に行っていただきたいというふうに思います

し、重ね重ねではございますけれども、こういう古い施設につきましても、必ず後

々いろいろ資料が必要になってくることもありますので、資料の保管を強く求めま

して、議案第２区分に対する私の質疑を終わります。ありがとうございました。  

〇委員長  ほかに質疑はございませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

 これより順次採決いたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第 24号、令和２年度柏市一般会計補正予算、当委員会所管分

について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 24号、当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  次に、議案第 25号、令和２年度柏市国民健康保険事業特別会計補正予算

について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 25号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 29号、令和２年度柏市水道事業会計補正予算について採決

いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  
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 よって、議案第 29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第２区分の審査を終了します。  

 次に、第３区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでした。あわせて、関係する各課で入室していない方の入室をお願

いいたします。  

                              

〇委員長  次に、議案第３区分、議案第２号、柏市民体育館条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第３号、柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定について、２議案を一括して議題といたします。  

 本２議案について質疑があれば、これを許します。  

〇内田  それでは、議案第３区分につきましては、議案第２号、第３号、それぞれ

お尋ねをいたします。まず、議案第２号について、柏市民体育館条例改正案につい

てでございますが、地域づくり推進部の他の公共施設は、空調代金というのは使用

料にもともと含まれているわけでございますが、今回は、私は使用料金については、

今回ちょっと受益者負担であるという認識があるんですが、地域づくり推進部のほ

うの施設において、それぞれ近隣センター、それからパレット、それからアミュゼ

柏については、ざっくりどれくらいが使用料で、どれくらいが空調設備使用料なの

か、ちょっと一例を示してお示しください。まず、順次協働推進課からお尋ねいた

します。  

〇次長兼協働推進課長  申し訳ありません。ちょっとそちらの資料のほう今持ち合

わせておりませんので、至急調べて、後ほど御答弁いたします。  

〇内田  そうしますと、地域支援課さんのほうも資料はお手元にございませんか。  

〇地域支援課長  同じく今ちょっと手元には持っておりません。申し訳ありません。 

〇内田  じゃ、もし御答弁可能でしたら、よろしくお願いいたします。それで、各

施設、地域づくり推進部については、それぞれ真夏とか真冬でしたら冷暖房は使用

するわけでございますけれども、この体育館と同様に、例えば春先とか秋口の場合

って、冷暖房設備を使用するか使用しないかって微妙なところがあるんですが、そ

ういう場合、逆に体育館のほうを冷暖房空調設備を別途使用料を徴収するのであれ

ば、私はそのほかの施設についても使わないときも内包されている、その使用料を

払っているわけですから、今回の体育館と同様に、それは分割することも必要だと

思うんですが、地域づくり推進部内全体で、歩調を合わせてそういう検討はされた

んでしょうか。  

〇地域づくり推進部長  今委員さんおっしゃっておられる検討については、部の中

ではしてございません。やはり例えば市の庁舎、この本庁舎もそうですけれども、

一定の温度が下がれば暖房をつけて暖めると。近隣センターとかほかの市民活動に

供するような施設については、やはり同じようなパターンで、先ほどお話ししたよ

うに、使用料に冷暖房費が基本的には含まれていると。ただ、これを割合としてお
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出しすることは恐らく非常に難しいと思っております。一方体育館につきましては、

使わないときももちろん、要はアリーナが空いているときある、使っているときは、

ある団体はこのくらいの気温では暖房は要らない、ある団体はこのくらいの気温で

も暖房は要る、そうした個々の要求に応える形を取るならば、やはり個別に冷暖房

費を設定することが一番望ましい姿だと考えます。以上です。  

〇内田  私も不勉強だったら申し訳ないんですが、先ほど文化会館もちょっと失念

しておりましたけれども、文化会館、アミュゼ柏、近隣センター、パレット柏、こ

この施設については、館内統一で冷暖房の設定はしているんですけども、温度設定

とか、入り切りの設定というのは部屋ごとにできるところもあるんじゃなかったで

したっけ。  

〇地域づくり推進部長  おっしゃるとおりです。  

〇内田  そうしますと、私はまず地域づくり推進部全体でエアコンの使用料につい

ては、もしスポーツ施設、今回体育館を分割して使用料を徴収するというふうに条

例改正するんであれば、他の施設についても、部長もおっしゃったように、春先、

秋口については使用しない、あるいは温度の設定も変えるということも想定されま

すので、やるんであれば地域づくり推進部全体で、これは生涯学習部、都市部も含

めて、環境部も含めて、全ての公共施設、やるんであれば統一基準でやるべきです

し、やらないんであれば、やっぱり受益者負担につながっていきますので、やはり

受益者負担につながるような今回の体育館のほうの冷暖房使用料を徴収することに

ついては見直すべきだということを主張いたします。  

 続きまして、議案第３号についてでございますけれども、議案第３号は国民健康

保険条例改正案でございますが、資料を拝見いたしますと、保険料に直接値上げに

なるような、そういう条項はございませんですけれども、今回のこの改正で、どう

いう方が利益を享受できるのか、その点についてをちょっと整理して、具体的にお

示しください。  

〇保険年金課長  まず、お答えいたします。３条関係に関しましては、規定の整理

でございます。内容につきまして、現行規定を削除する理由でございますが、過去

におきまして、生活保護の方が養護老人ホームだったり、特別養護老人ホームに入

所されますと、生活保護の保護が適用がなくなってしまうということで、国民健康

保険のほうに加入されるという扱いでございました。ただし、なかなか資力がちょ

っとなくて、保険料支払えないということの事情を勘案しまして、国保のほうから

削除すると、適用除外するということで現行の第３条を設けておりました。この規

定が条件変わりまして、特養だったり、養護老人ホームに入所されても、生活保護

の医療扶助が適用除外にならないという措置がありましたので、現行の規定がある

根拠がなくなってしまったということで削除を行うものでございます。新規制定の

ほうに関しましては、民法上の扶養家族がいらっしゃらないお子様の場合ですと、

公費負担のほうで医療扶助が受けられるということがございますので、特に国保に

入らなくても、そういった公費での医療扶助が、医療給付が受けられますので、入
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る必要がないということで除外規定を設けます。以上が３条関係でございます。  

 12条関係で御説明いたしますと、これは令和３年度から令和５年度にかけまして

の減税措置の追加の、規定の追加でございますので、100万円の控除、特別控除３年

間やるということでございますので、不利益はございません。  

 続きまして、 23条と附則４条でございます。こちらに関しましても、先般所得控

除の税制改正ございました。所得が実質 10万円増になるということで、軽減の対象

が拡大してしまう、さらに軽減対象と比べますと、軽減の判定の数字のほうが低い

というふうになりますと不利益になるということを加味しまして、軽減判定のほう

も 10万円増やしまして、従前と何ら変わらないという形にいたしますので、こちら

も不利益はございません。以上でございます。  

〇内田  そうしますと、２条関係、３条関係につきましては、国保料が公費負担な

ので、国保料が発生しなくなるので、特に利益を享受できるという確認でよろしい

でしょうか。  

〇保険年金課長  そのとおりでございます。以上です。  

〇内田  その点の周知のほうもしっかり行っていただきたいことを 申し上げまして、

議案第３区部分についての質疑は終えたいんですが、先ほどの区分、議案第２号に

ついての冷暖房使用料と一般使用料の区分については、部長の御答弁では算出が難

しいということだったんですけども、この点はどうでしょうか。各所管課のほうは。

出そうでしょうか。  

〇地域づくり推進部長  先ほど申し上げましたとおり、各所管課のほうでこの割合

を算出することは非常に難しいというふうに考えております。御理解いただければ

と思います。  

〇内田  一旦やっぱりここも算出していただいて、使わない期間というのもあるわ

けですから、そこは使わない形を取って料金も設定していただきたいですし、体育

館のほうも、今回受益者負担を求めるということで、全て、ちょっと論理が矛盾し

ているようで恐縮なんでございますが、やっぱり使用料、ほかの地域づくり推進部

のほうにつきましてはやっぱり分割、体育館のほうについてもやっぱり取らない、

取らないでいく、地域づくり推進部全体でしょうが、市の公共施設全体でエアコン

の使用料、手数料を徴収するというのはやっぱり受益者負担でございますので、か

なり負担が大きくなってしまいますので、今回の議案第２号につきましては、私は

ちょっと慎重な検討が必要だったということを申し上げるところで、議案第３区分

に対する質疑を終わります。ありがとうございました。  

〇浜田  では、簡単に。まず、議案第２号についてお伺いします。アリーナ部分と

観客席部分の導入費用についてお示しください。  

〇スポーツ課長  ア リーナの冷暖房設備 のイニシャルコスト になりますが、１億

1 , 4 2 3万 6 , 00 0円 になり ま す 。 一 方 、観 覧席 の 冷 暖 房 設 備に つき ま し て は 2, 5 2 2万

9,000円になります。以上です。  

〇浜田  そのイニシャルコストなんですけれども、大体先ほどのお話でも空調機器
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の耐用年数 15年ってたしかおっしゃっておられたかなと思うんですが、うちにある

冷房も大体 10年、15年ぐらいで限界かなと思っているんですけど、だから例えば 15年、

20年ぐらいだと、またそこで替えなきゃいけないわけなんですが、そこは置いてお

いて、そこまでの受益者負担での資金の回収というんですか、そういうものも考え

ておられると思うんですが、それについていかがですか。  

〇スポーツ課長  耐用年数につきましては、こちらの設備につきましては、 25年を

想定しております。それで、今回負担、利用者の負担については、イニシャルコス

トについては負担はありませんので、そういった意味ではランニングコストのみ負

担という形になっております。以上です。  

〇浜田  これランニングコストは市が負担ですよね。  

〇スポーツ課長  ランニングコストにつきましては、受益者の負担ということで、

利用者に負担をいただく予定でございます。  

〇浜田  分かりました。これ体育館を利用しない市民がいるわけで、利用する人が

より支払いをするということを想定して、そこで公平性を担保しているんだろうな

と思うので、そこについては理解していて、私はそこに反対するものではないんで

すが、よりちょっと公平に徴収できるような形ができるといいなと思って、ちょっ

とお伺いをしました。  

 もう一つ公平性というところから、やっぱり先ほど内田委員おっしゃっていまし

たけど、真夏とか真冬とか、そういったところは使うと思います。だから、季節に

よってどうしても料金に差が出てくるかなというふうには思うんですけれども、そ

ちらはどういうふうに考えていらっしゃいますか。その辺の、多分これ真夏ってす

ごく使うと思うので、頻繁に。その辺季節によって全く公平性というか、そういう

ところで違ってくると思うんですけども。だから、そこはその利用する方にもよる

と思うんですけども、真夏にすごくそこは利用していただいていいと思うんですけ

ど、利用しない人もいると思うんですよね、あえて高くなるから利用しないという

人が、別途料金だと。だから、そこら辺は安全面も考えて、その方の体の面も考え

て、むしろ高くなるけど、料金を払って利用してくださいというような促進活動も

しなきゃいけないんだろうなと思いますけど、そちらはなされるんでしょうか。  

〇スポーツ課長  確かに御指摘のとおり熱中症対策ということで、非常に気温が高

くなって、やはりそれつけないと危険な状態ありますね。そういった場合について、

基本的には、ただまずは利用者側の管理責任もあるわけですから、受益者負担の考

えが基本になると思いますけど、その後の運用については、別途指定管理者のほう

と協議をしてまいりたいと考えております。以上です。  

〇浜田  ありがとうございます。ちなみに周知期間と開始のタイミングについて、

ちょっと教えていただければ。  

〇スポーツ課長  周知につきましては、４月１日の広報かしわ、あるいはホームペ

ージ、それから施設の掲示等々、それから施設掲示、ホームページ、そういった形

で広く、あとは特に関係団体というか、常に利用される方については個別に文書配
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布して周知に努めたいと思っています。実際の運用は、適用は６月１日からになる

予定です。ですから、若干３か月程度の周知期間があると考えております。以上で

す。  

〇浜田  ３か月程度周知期間があるということで、ただ 21日に宣言が解除されたと

しても、すぐ元の形態でスポーツができる、そういった状態にはならないとは思う

し、やっぱりその辺の利用というのは、しばらくの間は落ちる、少ない状態が続く

んじゃないかなと思うので、その辺りの、やっぱり利用料金をどう回収していくか

というか、利用をどういうふうに促進して、利用料金がなるべく利用した人から、

ちょっと言い方悪いかもしれないけど、回収できるような形にできるかというとこ

ろも、かなり運営にも関わってくるところだと思うので、そこの理解、促進という

んですか、そういうところもしっかりとしていただければなと思っています。あり

がとうございました。  

〇日下  まず、県内で冷暖房の利用料を取っていない自治体を示してください。  

〇スポーツ課長  調べて今すぐ回答いたします。  

〇委員長  違うところからお願いします。  

〇スポーツ課副参事  徴収をしていないところは、市川市と浦安市になります。  

〇日下  徴収してい ない自治体もあるん ですよね。それで 、 ここに全面１時間で

1,800円、大体１時間ということないと思うんですけど、２時間ぐらい。そうすると

3,600円、それから観覧席も使うと２時間で 3,600円で、かなりの金額になると思う

んですけれども、それプラス利用料金というのがあるわけですよね、体育館の利用

料金。利用料金って、どうでしたっけ。何か貸切りは高かったような気がするんで

すけど。ちょっとそれ、貸切りは幾ら。  

〇スポーツ課長  使用料につきましては、２時間で 5,350円になります。以上です。 

〇日下  それは貸切りの場合ですか。  

〇スポーツ課長  貸切りの場合でございます。  

〇日下  そうすると、利用料とこの冷暖料を加えると相当な金額になると思うんで

すよね。そうすると、貸切りの場合は、その団体が今日は使おうかな、使わないに

しようかなと判断してやるんだと思うんですけど、貸切りでないときもあるわけで

すよね。そういうときって、どういうふうに判断するんですか。利用するかしない

かというのは。  

〇スポーツ課長  基本的には借りる形態につきましては、個人利用ということで、

全面を利用しない場合がございます。料金設定については、全面を使った場合には

１時間 1,800円ですが、例えば半面の場合であれば 900円と、そういう形で柔軟とい

うか、形で考えております。以上です。  

〇日下  受益者負担 100％、 100％ということで、この料金が、ランニングコスト全

て利用者に割り振るということで設定された金額だと思うんですけれども、受益者

負担の考え方なんですけど、そうしますと今伺った金額だけ考えても、お金がない

人たちは体育館、エアコン使えない、寒いときは寒さしのぎながら体育館使うのか
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なと思ったり、お金のあるなしでエアコンを使ったり使わなかったりするというの

は、果たしてどうなんだろうかって、こう思うわけですよね。それで、一つ私スポ

ーツ基本法が 2011年の８月 24日に施行されているんですけれど、この前文なんか読

みますと、このスポーツ基本法というのは、今までスポーツ振興法が全面的に変わ

って、スポーツ基本法が施行されるんですけれど、制定されるんですけれど、この

基本法はスポーツは権利であるというふうに前文でうたっているんですね。「スポ

ーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であり、全ての国

民がその自発性の下に、各々の関心、適正等に応じて、安全かつ公正な環境の下で

日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画

することのできる機会が確保されなければならない。」、こういうスポーツ基本法

の精神から考えたときに、お金があるないで、体育館を使用する使用できないとい

うふうになるというのは、この基本法に反するんじゃないのかなというふうに思う

んですけども、見解どうぞ。  

〇スポーツ課長  今回料金の設定に当たりまして、やはりまずは料金を徴収するか

しないかということで、基本的にやっぱり利用する方としない方の公平性を鑑みて

料金を取りましょうと。実際に、じゃ幾らの金額設定ということで、それは熟慮と

いうか、考えたところ、通常であれば、結果は別としまして、通常であれば受益者

負担割合というのは、イニシャルコストにランニングコストを加えたものから割り

返すということであるんですけど、今般なるべくそうはいっても利用が促進もあり

ますので、少しでも利用してほしいということで、ランニングコストの負担のみと

いうことで、実際には市が示す受益者負担の割合から考えますと約 28％ということ

と、それから金額については、例えば同様の設備を有している市と比べてみて、そ

れほど出っ張りとかなかったんで、確かに基本負担ありますけど、適正というか、

御負担いただくには適正な金額ではないかとは考えておるところでございます。以

上です。  

〇委員長  ほかに質疑はございませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

 これより順次採決いたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第２号、柏市民体育館条例の一部を改正する条例の制定につ

いて採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第３号、柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  
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 よって、議案第３号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で議案の審査を終了し、次に請願を議題といたしますが、請願の審

査に関係しない執行部の方は退席されて結構です。御苦労さまでした。  

 ここで暫時休憩いたします。  

              午後  ４時２９分休憩  

                  〇            

              午後  ４時３５分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 質疑を続行いたします。  

                              

〇委員長  次に、請願を審査いたします。まず、請願第１区分、今期定例会で受理

した請願 34号、 75歳以上の医療費窓口負担の原則１割負担の継続を求める意見書に

ついてを議題といたします。  

 本件について質疑並びに意見があれば、これを許します。  

〇日下  先ほど議案の 39号のところでも述べたんですけれど、今、後期高齢者とい

うのは、この間ずっと保険料も引き上げられてきて、特例軽減もなくなってしまっ

た、保険料そのものもずっと負担が強化されてきている中で、年収 200万円の人をで

すよ、２割負担というのはちょっとひど過ぎるんじゃないのって感じなんですよね。

どうなんですか、担当部署では資料はお持ちですか。高齢者の収入に占める患者負

担の比率とか、そういうものは担当部署はおありですか。  

〇保険年金課長  すみません、持ち合わせておりません。以上でございます。  

〇日下  やはりこういう問題についても、担当部署は今高齢者がどんな状況に置か

れているのかということをやっぱり認識してもらいたいと思うんですけど、高齢者

は今窓口負担１割です。でも、それでも 75歳未満の医療費の負担と比べますと、非

常に負担が大きいんですね。大体平均で 75歳未満の方が年間４万 4,000円としますと、

その 1.7倍の７万 4,000円という資料を今私手元に持っています。年収に占める患者

負担の比率をもうちょっと細かく見てみますと、年齢が上がれば上がるほど病気が

多くなりますので、収入に占める医療費の負担というのは、年齢が上がれば上がる

ほど高くなります。例えば 2 0代ですと１％ぐらい、これが 8 5歳以上になりますと

5.7％という状況、年齢が上がるに従って、その比率が上がっていくんですけどね。

そういう中で、これはちょっとひどいんじゃないのというのが皆さんの声だと思い

ますし、私自身もいずれそういう年齢に達しますので、これはぜひ地方から声を上

げてほしいなというふうに思うんですけど、今柏市で対象になる人というのは、柏

市で何人ぐらいいるんでしょうか。200万円の対象になる人は何人ぐらい。320万円、

御夫婦の場合はですね、どれぐらいなのか教えてください。  

〇保険年金課長  令和２年 12月 31日現在で試算した数字ございますので、御紹介い

たします。２割負担になる方が、対象の方が１万 6,279人で、後期高齢者保険の全体
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の数字が５万 4,250人、５万 4,250人中１万 6,279名の方は２割負担に移行するだろう

というふうに試算しております。構成割合からしますと 30.01％になります。以上で

ございます。  

〇日下  だんだん占める割合が高くなっていくと思うんですけれども、やはり請願

者の請願の主旨にもよく述べられておりますけれども、一方で介護保険料も今回一

定の収入の方の保険料が上がる、３年に一遍介護保険料も引き上げられてきている

わけですよね。そして一方、年金が削られていく。これじゃ高齢者本当に医療受け

られなくなっていくと思うんですよね。ですから、ぜひこの地方から請願の意見書

の提出を上げてほしいというふうに切に思います。以上です。  

〇内田  本案につきましては請願を採択し、意見書を決議するべきだという視点か

ら意見を申し述べます。私事で恐縮なんですが、医療現場に勤務していた際に、受

診抑制ということが大変多くございまして、この点が大変気になります。保険料が

１割から２割になることによって、医療費が、窓口負担が増えるわけでございます

ので、受診を抑制する、高くなっちゃうから病院に行かないと、そういうことも考

えられてまいります。早い段階で早期に受診していたほうが、実は試算したわけじ

ゃないんで分からないんですが、私の考え方を申し述べますと、早い段階で受診し

ていたほうが重篤率も下がるわけでございまして、そうすると重篤となってから救

急搬送等で医療機関に搬送された場合、相当な額が生じるわけです。例えば頭痛と

いう段階で医療機関を受診していて、例えば脳のカテーテルをやった結果、動脈瘤

があることが発見されれば、その段階で処置すれば、クリッピング、クリップを脳

に止めるような処置をすれば、これは非常に低い保険料、負担で、医療費そのもの

の抑制にもつながるんですし、御本人の負担も減るわけです。医療費全体の抑制に

もつながるというところで申し述べているところなんですが、これがくも膜下出血、

動脈瘤が破裂してくも膜下出血になってしまったと。そして、れん縮反応で脳梗塞

も併発してしまったと。そして、リハビリも必要となると。こうなると、入院期間

も長期になりますし、御本人に対しての保険料負担も大変ですし、精神的な負担も

非常に大変ですよね。そしてくも膜下出血になってからの治療というのは、レセプ

トで定める診療報酬等も大きく異なってきちゃうわけですよ。そうすると、２つの

面から課題が指摘されていきます。３つの面ですね、大きくは。１つは御本人の保

険料負担が高くなる、そして公的な医療費、後期高齢者医療制度から支出する医療

費等が高額になっていく、そして３つ目が、何といっても御本人の精神的なダメー

ジが大きくなることによって活力が低下して、廃用症候群等が発生してしまう、こ

ういうところが指摘されますので、私はその受診抑制につながってしまうというこ

と、そして受診抑制がより症状の重篤化を招いてしまうことなどを鑑みますと、や

っぱり医療費の抑制、そして保険料の負担というのをするべきではないと思います

し、２割にすることで、今指摘したような課題がより鮮明になっていくということ

を指摘するところでございますので、現行の１割負担を堅持していくことを強く求

めまして、また本意見書については請願を採択し、決議して関係機関に上げていく
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べきことを主張いたしまして意見の表明といたします。ありがとうございました。  

〇委員長  ほかにございませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

これより採決いたします。  

                              

〇委員長  請願 34号、 75歳以上の医療費窓口負担の原則１割負担の継続を求める意

見書について採決いたします。  

本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手少数であります。  

 よって、本件は不採択すべきものと決しました。  

 以上で第１区分の審査を終了します。  

                             

〇委員長  次に、第２区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席され

て結構です。御苦労さまでした。関係する各課の入室していない方の入室を併せて

お願いいたします。  

                             

〇委員長  次に、請願第２区分、継続審査中の請願 22号、核兵器禁止条約に署名・

批准を求める意見書について、請願 29号、核兵器禁止条約の署名・批准を求める意

見書について、請願 30号、国連の核兵器禁止条約の署名と批准を求める意見書につ

いて、一括して議題といたします。  

 本４件について質疑並びに意見があれば、これを許します。  

〇日下  請願賛成の立場で、意見書をぜひ提出してほしいという立場で発言したい

と思います。この間地方自治体で意見書を提出した自治体、着実に増えておりまし

て、今現在 531自治体になりました。３割から４割ぐらいになっております。千葉県

は我孫子市、それから勝浦、それから鋸南町ですか、３つなんですけど、自治体に

よっては全自治体が提出しているところもあります。これも３月議会終わりますと

増えるんじゃないかなと思うんですけれども、批准した国が 54か国、徐々にこれも

増えていくと思うんですね。そもそもＮＰＴというものが５か国に核保有を認める

ということ自体不平等条約でありまして、ただこれ世界がなぜこの不平等条約を認

めたかというと、その項に、いずれ核軍備撤廃を行使をする義務を明記したからな

んですね。それに基づいて、この間ずっとＮＰＴ再検討会議というのが行われてき

て、やっと核兵器禁止条約の発効に至ったわけですけれども、日本政府がなかなか

これに参加しようとしない、唯一の被爆国である日本は本来だったら先頭に立って

参加しなければいけないのに。理由にしているのが、核の傘に依存する、日本を取

り巻く安全環境を上げているわけですよね。その筆頭に北朝鮮なんかを上げている

わけですけれども、北朝鮮の核はもちろん止めなければいけないんだけれども、北

朝鮮だって核抑止論なんですよね。核を持つことによって自らを守るんだという核

抑止論ですよ。この核抑止論って、本当に成り立つのかということなんですね。自

分が核を持っていて、相手に核を持つのやめろなんて、子供の世界だったらこんな



- 49 - 

 

の通用しないわけですよ。ですから、そんなことは成り立たない。そんなことは子

供でも分かるような理屈が通っていること自体が非常に問題だと思うし、自分はや

めるからあなたもやめなさいとならなければ、説得力も何もないわけですよね。そ

ういう点から考えると、その核保有国はもちろんなんだけれども、世界で唯一被爆

を体験して、この運動のやっぱり先頭に立ってきた日本が、これにやっぱり参加す

る、そのために地方から声を上げていくということが非常に重要になってきていま

す。これは確実に、確実に広がっていく。ですから、柏市がそういう日本の流れ、

世界の流れに対して、どういう姿勢を持つのかということがこの問題で問われてい

ると思うんですよね。そもそも核を持って、核を使うぞって脅す、これが成り立つ

のかどうなのかということなんですよね。大体核を使ったら地球破滅なわけじゃな

いですか。だから、そもそも核抑止論なんて成り立たないわけですよ。核を使った

ら、もう地球破滅。だから核抑止論というのは、そもそも成り立たないんですよね。

じゃ、どうすんのかということで、私たちはやっぱり対話しかないと思っているん

ですね。私たちよく上げるのは、北東、東南アジアのＡＳＥＡＮです。ＡＳＥＡＮ

を一つのモデルにして、この北東アジアにも平和の共同体をつくろうということを

ずっと呼びかけていまして、もうその核兵器をなくす、核抑止論は成り立たない、

じゃどうするのかっていったら、もう対話、その東南アジアでもＡＳＥＡＮから学

んでね、平和の共同、特に６か国間協議、これをやっぱり動かしていくということ

がやっぱり北東アジアの平和につながる、これしか道はないというふうに思います。

ですから、地方からぜひ声を上げてほしいというふうに思います。以上です。  

〇内田  まず、執行部のほうに質疑を何点かいたします。まず、平和首長会議、本

市も加盟しておりますが、平和首長会議における核兵器禁止条約を求めることに関

する取組、本市としてではなく、平和首長会議としてはどのような取組がなされて

おりますでしょうか。  

〇次長兼協働推進課長  平和首長会議では、毎年政府に対して条約に参加すること

を求める要請文というのを提出しています。広島市長と長崎市長と一緒に直接出向

いて行っているという報道されています。以上です。  

〇内田  改めて確認するまでもないんですが、本市においてはそういう趣旨に賛同

して本会議に加盟しているわけですよね。  

〇次長兼協働推進課長  核兵器禁止条約云々というところで加盟をしているという

ところでは、そういうふうには理解はしていないんですけれども、ただその核廃絶

という平和首長会議が掲げる理念は本市も賛同しており、そういったことから加盟

したというふうに聞いています。以上です。  

〇内田  私は、平和首長会議に加盟しているわけですから、平和首長会議、特に広

島、長崎市長が行って、今先頭に立って行っていることについては、後押しをして

いくべきでしょうし、ちょっとお答えが後ろ向きだったのは残念でございますが、

もっと前向きに行っていただきたいと思います。  

 それから、もう一点ですが、本会議の答弁で、核兵器禁止条約について問われた
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ところ、市長のほうから、核は抑止、なくしていくべきだという御答弁があったん

ですが、もう一方で、しかしながら核、ちょっと正確に覚えていないんですけれど

も、核の脅威にある国からもその賛同に対しては慎重な意見が出されているという

ような御答弁がございましたが、これはどういう事例をもってお答えになったんで

しょうか。  

〇次長兼協働推進課長  市としては、政府が国会等で答弁していたり、外務省が外

交青書で表明している政府の立場から、様々な外交上とか安全保障上の課題を捉え、

答弁をしているというふうに認識しております。  

〇内田  核の脅威にある国からの、この条約に加盟することに慎重であるというの

は、私はちょっと行き過ぎた議論だったと思いますし、国会でどういう議論、御答

弁がなされようと、地方自治体は、やっぱり国と地方自治体はしっかり対等な関係

であるわけですので、国にも意見を述べるべきだということだと思います、引き続

き意見表明をいたします。本請願につきましては、それぞれ請願を採択し、意見書

を決議した上で、それを関係機関に提出することを求める立場から意見表明いたし

ます。やっぱり我が国においては、御承知のように被爆国であるということでござ

います。戦争被爆国でございます。そして、よく議論されることが、その核保有国

と核非保有国の橋渡しをするというようなことが言われているわけですが、私はそ

れを言うのであれば、逆にやっぱり本条約、核兵器禁止条約については批准、署名

をしていくべきだろうというふうに考えますし、最低限国連が求めているオブザー

バー参加につきましては積極的に出席していくべきだというような考えでございま

す。そして、やっぱり先ほどの議論で、朝鮮民主主義人民共和国の議論が出てまい

りましたけれども、私は核、そういった国々に対して、核を放棄することを求める

のであれば、我が国こそ核兵器禁止条約に署名、批准をしていくべきであるという

ことで、積極的にそれが推進されるべきだと思いますし、核というのはやっぱり我

が国としては絶対持ってはいけないし、アメリカの核の傘にいることもあってはな

らないと。核は一切放棄していくべきという立場でございます。核は悪なんだとい

うところにやっぱり立ち返るべきですし、核兵器禁止条約に我が国日本が署名、批

准していくことこそが最大の核抑止力であることを御主張申し上げまして、意見表

明といたします。ありがとうございました。  

〇委員長  ほかに質疑はございませんでしょうか。   なければ質疑並びに意見を

終結いたします。  

                             

〇委員長  これより順次採決いたします。  

 まず、請願 22号、核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書について採決いた

します。  

 本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手少数であります。  

 よって本件は不採択すべきものと決しました。  
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〇委員長  次に、請願 23号、核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書について

採決いたします。  

 本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手少数であります。  

 よって本件は不採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 29号、核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書について

採決いたします。  

 本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手少数であります。  

 よって、本件は不採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 30号、核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の主旨１、

日本政府に「核兵器禁止条約」への調印・批准を求める意見書提出について採決い

たします。  

 本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手少数であります。  

 よって、本件は不採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 30号、核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の主旨２、

締約国会議に日本政府がオブザーバー参加を求める要請について採決いたします。  

 本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、本件は採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で請願の審査を終了いたします。  

 執行部の皆様、退席されて結構です。御苦労さまでした。  

                              

〇委員長  次に、閉会中の所管に関する事務調査の件を議題といたします。  

 事務局に朗読いたさせます。  

             〔事務局朗読〕  

〇委員長  お諮りいたします。  

 ただいま朗読の項目を閉会中の事務調査項目と決するに御異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                              

〇委員長  次に、閉会中における委員会の所管事務調査の実施の件を議題といたし
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ます。  

 閉会中の所管事務調査については、必要に応じて開催することといたします。調

査内容について、この場で御議論をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「一任」と呼ぶ者あり）それでは、本定例会後の閉会中の所管事務調査は、正副

委員長に一任願います。  

                              

〇委員長  次に、閉会中の委員派遣の件を議題といたします。  

 閉会中の審査及び調査案件の調査のため委員派遣を行う必要が生じました場合、

議長に対し委員派遣承認要求を行うとし、派遣委員、日時、場所、目的及び経費等

の手続につきましては委員長に一任願いたいと思います。御異議ございませんでし

ょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                              

〇委員長  ここで委員会行政視察についてでありますが、本来でしたら６月定例会

までの間に委員会の視察を行うところですが、３月 12日の議会運営委員会におきま

して、新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として、春の委員会視察は延期する

とすることを決定しましたので、委員会視察が行えるようになった段階で改めて協

議をいたします。オンラインによる視察は可能となっておりますので、実施につい

ては正副委員長に御一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                              

〇委員長  以上で本日の市民環境委員会を閉会いたします。  

 御苦労さまでした。  

              午後  ５時  ５分閉会  


